
平成２３年度 第４回 朝日地域審議会 
 

 次    第 
 

     日 時  平成２３年１１月２４日（木） 

          午前９時３０分～ 

     場 所 朝日庁舎４階 大会議室   

 

１ 開  会  
 
２ あいさつ  
 

３ 協  議 

 

（１）鶴岡市総合計画実施計画の策定について 

 

 

（２）鶴岡市国土利用計画の策定について 

 

 

（３）朝日地域審議会提言書（案）について 

 

 

４ そ の 他 

 

 地域の活性化、コミュニティ機能強化に向けた地域庁舎機能の見直し 

 

 

５ 閉  会 
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３ 出羽商工会朝日支部 代 表 理 事 松 本 壽 太

４ 庄内たがわ農業協同組合 理 事 宮 崎 重 美

５ 出羽庄内森林組合 理 事 伊 藤 文 一

６ あさひむら直売施設管理運営組合 店 長 佐 藤 照 子

７ 鶴岡市消防団朝日方面隊 副方面隊長 宮 﨑 康 史

８ 庄内たがわ農業協同組合朝日支所女性部 部 長 難 波 玉 美

９ 鶴岡市朝日地区民生児童委員協議会 会 長 佐 藤 宥 男

１０ 朝日体育協会 会 長 佐 藤 芳 彌

１１ 鶴岡市老人クラブ連合会朝日支部 支 部 長 小 野寺一郎

１２ 鶴岡市立朝日小学校ＰＴＡ 会 長 難 波 一 之

１３ 

公共的団体等 

大鳥タキタロウ村 村 長 大 滝 清 策

１４ 旧朝日村 元 収 入 役 帯 刀 春 男

１５ 旧朝日村議会 元 副 議 長 井 上 時 夫

１６ 鶴岡市朝日地区民生児童委員協議会 福 祉 部 長 菅 原 孫 一

１７ 朝日地域保健委員会 会 長 佐 藤世津子

１８ 朝日剣道スポーツ少年団 代表指導者 今 野めぐみ

１９ 大泉自治会連絡協議会 会 長 難 波 庄 一

２０ 

学 識 経 験 者 

朝日祥雲御山太鼓 代 表 菅 原 和 則
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 鶴岡市総合計画実施計画（平成24～26年度） 

の策定について 

朝日地域審議会 
平成２３年１１月24日 
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鶴岡市総合計画実施計画の策定について 

 本市総合計画の推進を図るため、平成２４～２６年度を計画期間とする実施計画を下記の

手順により策定する。  

 
実施計画の策定フロー 

庁内各部の課題や施策・事業に基づき、実施計画（案）の作成 

地域審議会・鶴岡まちづくり塾より意見聴取 

総合計画審議会（本審議会・企画専門委員会）での協議 

実施計画策定 

計画の公表 

行
財
政
改
革
大
綱
・ 

同
大
綱
実
施
計
画
の
推
進 

 

議会への説明・協議 
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実施計画の推進体制 

 
 
 

鶴岡総合研究所 

各地域審議会 

鶴岡まちづくり塾 

市  長 

鶴岡市総合計画審議会 

本審議会 

企画専門委員会 

 
幹事会 

各部・各庁舎 

各 課 

事務局 
〔企画部企画調整課〕 

意見・提案
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－鶴岡ルネサンス宣言－ 

 

「市民・地域・行政の協調・協力による

総合力の発揮により持続可能な希望あ

ふれる鶴岡をつくる」 
 

○地場の可能性をのばす創造文化都市 

○観光で人と人が繋がっていく観光文

化都市 

○知を活かす学術文化都市 

○暮らす環境を整える安心文化都市 

○自然と共に生きる森林文化都市 

－めざす都市像－ 

「人 くらし 自然 みんないきいき  

心やすらぐ文化をつむぐ悠久のまち 鶴岡」

生命いきいき文化都市創造プラン 鶴岡市総合計画 

●鶴岡市行財政改革大綱 

●同大綱に基づく実施計画 

鶴岡市総合計画実施計画（平成 24～26 年度） 全体フレーム 

－まちづくりの基本方針－ 

○健康福祉都市の形成 

○学術産業都市の構築 
○森林文化都市の創造 

－施策の大綱－ 

市民生活環境の整備 

健康福祉社会の形成 

教育文化の充実 

農林水産業の振興 

商工観光の振興 

社会基盤整備の推進

計画実現のための

－原動力－ 

・学習社会の 

構築 

・市民の総合力

の発揮 

・地域資源の 

価値化 

・交流の拡大 

●地域を取り巻く状況 

・東日本大震災の影響 

（電力不足への懸念、防災機能の強化、 

風評被害への対応、避難者への支援、 

日本海側のインフラ整備など） 

・厳しい地域経済・雇用情勢 

・分権・地域協働社会へ 

               など 

●市政の課題 

・地域経済の活性化と雇用の確保 

・若年層の流入・定着 

・集客・交流の拡大 

・未来を担い地域を支える人材の育成 

・安全安心の確保（災害に強いまちづくり） 

・地域の優れた資源・特性の保全・ 

継承・活用 

・低炭素・資源循環型社会の形成 

・協働のまちづくりの推進 

              など 

●時代の趨勢 

・少子高齢化の進行、人口減少の進行 

・情報化・グローバル化 

・地球環境・資源の制約の高まり 

・前例を見ない急激な円高 

              など 計 画 の 推 進 
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１ 重点方針 

(1) 鶴岡ルネサンス宣言に基づくまちづくりの推進（まちづくりの柱として５つの文化都市をめざした中核的施策の推進） 

(2) 現下の情勢を踏まえた課題に対応する取組みの推進 

① 災害に強いまちづくりの推進（大震災を教訓として生かしたまちづくりの推進） 

 ② 雇用対策の推進（雇用の確保や新たな雇用創出に向けた取組みの推進） 

 ③ 新たなエネルギー対策の推進（電力供給不足への対応、再生可能エネルギーの促進） 

施 策 の 展 開 方 向 

３ 計画の推進  ●市民・地域・行政の協調・協力による地域の総合力の発揮  ●各地域の特性を生かした地域づくりの推進 

●地域主権（地方分権）への対応と行財政改革の推進     ●地域の実態を踏まえた国などへの提言要望 

  
 
 
 
 
 

  ２ 施策の大綱（基本計画の体系）に基づく主な重点施策 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   地域コミュニティ活性化、コミュニティ活動拠点の

整備、過疎地域の振興、婚活支援、地域防災体制の

確保・強化、消防機能の整備・充実、ごみ減量・リ

サイクルの推進、環境に配慮したエネルギーの活用

促進等 

   担い手の育成確保、地域特性を生かした農業振興、

環境に配慮した農業の振興、地域産木材の活用促進、

森に親しむ機会の創出、漁港・漁場の整備・充実、

農山漁村地域の交流人口の拡大、農商工観・産学官

連携による農林水産業の６次産業化等 

   子育てに係る健康相談・健診などの充実、がん研究を

生かした健康・医療地域づくり、福祉コミュニティの

構築、介護保険施設の充実、高齢者の地域支援体制の

整備、認知症対策の推進、保育サービス及び保育施設

の充実、地域医療連携の推進、荘内病院の機能充実等 

   適正な学校規模・配置の実現、教育相談及び特別支

援教育体制の強化、学校施設・機能の整備充実、市

民の芸術活動の環境の充実、慶大先端研の世界最先

端の研究開発の促進、高等教育研究機関への支援と

連携促進、豊かな自然のなかでの子ども育成等 

   緊急雇用対策の推進、中小企業の育成支援、バイオ

を核とした高度な産業集積の促進、テーマ観光・体

験型観光の充実、温泉街の魅力向上と賑わい創出、

観光客の受入環境の充実、食文化創造都市の推進、

鶴岡シルクのブランド化と一貫生産の実現等 

市民生活 

健康福祉 

教育文化 

農林水産 

商工観光 

   適切な土地利用・開発方針の設定、中心市街地・ま

ちなかの機能充実、高速交通ネットワークの整備促

進、公共交通輸送対策事業の推進、道路除雪体制の

整備、地域の活性化につながる住宅整備の促進、住

宅の耐震化の推進、上下水道の整備と適正管理等 

社会基盤 
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１ 重点方針 

(1) 鶴岡ルネサンス宣言に基づくまちづくりの推進 ～中核的施策の推進～ 

 

 

施 策 名 主 な 計 画 

地域資源を生かして全市

的に取り組む地域の産業、

文化の振興 

○ユネスコ食文化創造都市の推進 

地域の食文化を観光、飲食業、農林水産業、食品製造業等の産業振興や学術振興に生かすため、ユネスコ

創造都市ネットワークへの加盟を目指していく。 

 

○シルクタウン・プロジェクトの推進 

絹織について、全国で本市にだけ一貫した工程が残されているという価値を重視し、産業のみならず文化

的・伝統的側面をあわせた形での振興発展を目指す鶴岡シルクタウン・プロジェクトを推進する。 

 

○文化会館整備 

文化都心である中心市街地地区に現代的機能を備えた新文化会館を改築整備する。 

中心市街地の活性化 ○中心市街地活性化の取組みの推進 

民間事業者と行政が連携・協力して中心商店街及び中心市街地の活性化を図るため、街路整備後の山王商

店街へのフォローアップやタウンマネジメント事業の支援など、中心市街地活性化基本計画に基づく事業を

推進する。 

地場の可能性をのばす「創造文化都市」１ 本市にある様々な地場の資源を生かして、産業や文化を中心とする本市の可能性を

伸ばしていくこと 
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施 策 名 主 な 計 画 

農商工観連携、産学官連携

による農林水産業の６次

産業化 

○農商工観連携、産学官連携による農林水産業の６次産業化 

多様な食文化の源泉となる優れた本市農林水産業を基軸として、加工製造や流通販売、観光をはじめとす

るサービス産業などと一体になった多様な６次産業化の取組みを推進するため、高等教育研究機関の集積を

生かしながら異業種事業者との連携による新たな事業の創出と拡大を図り、地域産業の振興をめざす。 

 

地域農産物の海外への販

売促進 

○農作物等の輸出拡大（新規） 

 県の農林水産物・食品輸出促進協議会に参加しながら海外市場の動向等の把握に努め、生産者等に情報提

供を行うなど地域農産物の輸出拡大を促進する。また、ユネスコ創造都市ネットワークを活用するなど海外

市場を開拓する。 

 

環境に配慮した農業の振

興 

○環境保全型農業の推進 

地域の資源や特性を最大限に生かしながら、消費者に高く評価される安全・安心でおいしい農産物の提供

を推進するため、優良堆肥の安定的な生産流通システムを構築しながら、環境にやさしい農業（エコファー

マー認定、有機・特別栽培）の普及拡大を図る。 

 

食育及び地産地消の推進 ○地産地消の仕組みづくり 

新食育・地産地消推進計画の実施計画に沿った事業実施を基本とし、消費者や食品産業などに対し地産地

消の普及啓発を図るとともに、学校給食「オール鶴岡産デー」の実施やＪＡ、生産グループとの提携による

地元産農産物の学校給食での利用を推進する。 

新しい分野のビジネスの

創出 

○新しい分野のビジネスの創出の推進（新規） 

コミュニティビジネスなどの新しいニーズに対応したサービス産業や、今後成長が期待される環境エネル

ギー分野の産業など、本市における新しい分野でのビジネスの創出と展開の可能性を探るための調査検討を

進める。 
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施 策 名 主 な 計 画 

既存観光地の再生及び観

光資源の磨き上げ 

○温泉街の魅力向上 

温泉地の観光協会と連携しながら、新たな体験メニューやイメージアップ事業、にぎわいのある温泉街創

出事業の実施などを通して、温泉地とその周辺での楽しみや温泉地内での回遊性を高め、温泉街の賑わいを

創出する。 

 

○加茂水族館整備 

加茂水族館を、海を多面的に活用するレクリェーション施設及び生涯学習・教育研究の中核施設として改

築整備する。 

 

新しい観点からの観光振

興 

○着地型・滞在型観光の推進 

地域の自然・歴史・文化・食などの地域資源を生かしたテーマ観光や体験型観光を一層充実させ、観光客

のニーズに対応した着地型観光を推進する。また本市の多様な地域特性を生かした地域間の連携により、滞

在型観光を促進する。 

 

○インバウンド対応の充実 

今後増大が見込まれる外国人観光客（インバウンド）を積極的に誘致するため、受入環境の充実を図り、

関係機関と連携しながら誘客を促進する。 

高速交通基盤整備の促進、

利便性の向上 

○高速交通体系の整備促進 

庄内開発協議会等の広域団体の活動を通して、広域的な重要事業の推進を図る。（日沿道県境区間整備、

羽越本線高速化・安定輸送、庄内空港利便性向上） 

 

２ 観光で人と人が繋がっていく「観光文化都市」 人と人とのつながりを大切にして集客・交流の拡大を図ること 
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施 策 名 主 な 計 画 

バイオクラスターの形成 ○がんコホート研究の推進 

がんの早期発見をめざした次世代健康診断の開発やメタボロームによるコホート研究の推進など、慶大先端

研のがん研究を生かしながら、荘内病院、鶴岡地区医師会、県歯科医師会などとの連携により、総合的に地域

のがん対策に取り組む。 

 

○バイオ研究の産業化 

慶大先端研が世界をリードするメタボロームなどのバイオ技術の産業化を加速する仕組みや推進体制を

整備する。 

 

○高校生などの若い人材の育成 

次代の生命科学やバイオ関連産業を担う人材の発掘と育成のための高校生向けのコンテストを実施する

とともに、地域内高校におけるバイオ分野での人材育成の取組みを支援する。 

 

地域の産学官連携による

事業推進 

○産学官連携 

山形大学農学部地域産学官連携協議会、鶴岡高専技術振興会等の活動を通して、研究開発機能の強化と地

域産業との産学官連携を促進する。 

３ 知を活かす「学術文化都市」
高等教育機関の集積を本市の戦略的資源として地域振興に生かし、新時代における都市の品格を高め

ようとすること
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施 策 名 主 な 計 画 

少子化対策の推進 ○結婚に向けた活動への支援 

未婚化、晩婚化の進行に伴い、少子化の加速、地域コミュニティの活力低下などが懸念されていることか

ら、社会全体で未婚者が結婚に向けた活動を行いやすい環境づくりを進める。 

 

○子育て支援の推進 

子育てに関する相談・支援体制及び保育サービスを充実し、家庭や地域社会のなかでの子どもの健やかな

育ちを支えるとともに、子育てしながら働きやすい環境を整える。 

 

○母子の健康・医療の充実 

妊婦に対する健康診査の拡充等により、妊婦が安心して妊娠期を過ごし、安全な出産ができるための支援

や育児不安の軽減を図るとともに、乳幼児に対する健診・医療体制の充実、医療給付事業の拡充により安心

できる育児環境を提供する。 

健診受診率日本一をめざ

した施策の展開 

○健康診査の充実による健康づくり意識の啓発 

働きざかりの年代や健診機会のない若年期の市民に対し健診機会の拡充を図り、疾病の予防と早期発見、

早期治療につなげるとともに、健康づくりへの意識啓発を図る。 

相談支援事業の再編強化

と地域生活の自立支援の

ためのネットワークの推

進 

○相談支援体制の強化 

 障害者相談支援センターを中心とした障害者への相談体制及び地域包括支援センターにおける在宅介護

支援センターと連携した介護の相談体制の充実を図る。 

４ 暮らす環境を整える「安心文化都市」 市民一人ひとりが健康で生き生きと安心して暮らせる環境を整えること 
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施 策 名 主 な 計 画 

地域コミュニティの再生 ○地域コミュニティ活性化施策の検討 

 各種実態調査や住民自治組織代表者との懇談会等を踏まえ、地域コミュニティの維持・活性化施策につい

て協議し、これからの本市の地域コミュニティのあり方を定める「鶴岡市地域コミュニティ基本方針」（仮

称）を策定する。 

 

公共交通輸送対策事業の

推進 

○生活交通基盤の整備・充実 

公共交通手段の不十分な地域において、地域の主体的な取組みによる新しい公共交通システムの構築に向

けた取組みを支援する。 

 

高齢者の地域支援体制の

整備 

○医療と介護の連携 

 医療関係機関と介護サービス事業所などが連携しながら、高齢者が医療と介護の間をスムーズに移行でき

るような高齢者を支える体制の充実を図る。 

 

○地域の支え合い体制づくりの推進（新規） 

 高齢者世帯で除雪が困難な場合など、地域の主体的な支え合いによる除雪体制の仕組みをつくる。 

 

荘内病院の機能充実 ○医師の確保と看護体制の充実 

 医療提供体制の充実を図るため、荘内病院の医師、臨床研修医及び看護師の確保と定着を図るとともに、

認定看護師等の養成など看護技能のスキルアップに向けた取組みを推進する。 
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施 策 名 主 な 計 画 

森林文化都市構想の推進 ○庄内自然博物園構想の推進 

高館山、上池・下池、隣接する都沢の湿地一帯をフィールドとした自然学習や環境学習の拠点として自然

学習交流館を整備し、そこを拠点としながら自然環境学習プログラム等の充実や環境保全活動を推進する。 

 

○森に親しむ機会の提供及び施設整備 

豊かな自然環境を生かし、気軽に森林の魅力を体験できる機会を提供するとともに、森歩きを楽しむため

の普及啓発や環境整備を実施する。 

 

○森林のなかでの子どもの育成 

鶴岡型の森の保育として自然環境を生かした保育事業や森林地域にある保育所での交流保育を行うほか、

小学生の森林体験学習や大鳥自然の家を拠点とした環境教育プログラム、食育等を実施する。 

 

持続可能な森林経営基盤

の整備 

○集約化施業の推進及び生産基盤の整備 

小規模零細林家の経営基盤強化を図るため、集約化施業を推進するとともに、林道・作業道等の路網の

整備を推進し、生産コストの低減を図る。 

地域産材の活用促進 ○地域産材の活用促進 

「家づくりネットワーク」や「つるおか住宅活性化ネットワーク」等への支援により、地域産材の啓蒙と

地域内消費を促進するとともに、公共施設の整備に際し地域産材の利用を推進する。 

 

 

５ 自然と共に生きる「森林文化都市」 恵まれた自然を生かし、自然と共に生きる地域づくりを推進すること 
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施 策 名 主 な 計 画 

再生可能エネルギーの導

入促進 

○地域エネルギービジョンの策定と再生可能エネルギーの調査研究 

大震災を契機としたエネルギー政策の見直しなど、国、県の動向を踏まえながら地域エネルギービジョン

を策定するとともに、森林バイオマス、小規模水力発電、太陽光発電などの活用に向けた調査研究に取り組

む。 
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(2) 現下の情勢を踏まえた課題に対応する取組みの推進 

① 災害に強いまちづくりの推進 ～大震災を教訓として生かしたまちづくりの推進～ 

施 策 名 主 な 計 画 

災害時の地域間連携の促

進 

○都市間防災ネットワークの構築の促進（新規） 

 災害時、都市間の人的・物的支援や被災者受入れを迅速かつ的確に行うための都市間防災ネットワークの

構築に向けて、国への支援を働きかける。 

自主防災組織の育成と支

援、消防団との連携強化 

○自主防災組織への支援 

 地域防災体制の強化を図るため、防災資器材等の整備や防災マップの作成、指導者育成などに対して支援する。 

○自主防災組織と消防団の連携 

 平日の日中に災害が発生した際の協力体制を強化するため、平成 21 年度に消防団ＯＢを対象とした消防

団活動協力員制度を設立しており、より効率的で効果的な災害対応をとるため自主防災組織との連携強化を

図っていく。 

○災害対応体制の確保 

消防団活動協力員制度や消防団協力事業所表示制度の推進などにより、平日日中の災害時の協力体制の確

保を図る。 

災害時情報伝達手段の整

備と防災情報の拡充 

○ＩＣＴ活用等の情報伝達手段の整備（新規） 

 沿岸地域の情報伝達体制を強化するため、海岸地域の小中学校への防災行政無線の導入を進めるととも

に、災害により孤立する可能性がある集落への衛星携帯電話の導入についても推進する。 

○防災に関する情報提供の充実 

 市ホームページの「防災ページ」の充実と、比較的災害に強いとされる携帯電話の電子メールを活用した

「防災メール」を充実するなど、防災情報の伝達手段について調査･研究を行う。 

市有建物、住宅等の耐震化

の推進 

○市有建物の耐震化の推進 

 学校施設をはじめとした市有施設について、計画的に耐震化を推進する。 

○木造住宅の耐震化の促進 

旧耐震基準で建設されている木造住宅の耐震化を促進する。 

○上水道管路の耐震化の推進 

上水道管路について、計画的に耐震管への更新を行う。 
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施 策 名 主 な 計 画 

地域の防災体制の確保・強

化 

○鶴岡市地域防災計画の見直し 

東日本大震災を踏まえて、平成 20 年 3 月に策定した地域防災計画の見直しを行う。 

○自然災害等に対応した災害ハザードマップの整備 

 災害時に市民が安全に避難することを目的としたハザードマップの作成を推進する。現在、整備されてい

る洪水ハザードマップに加え、土砂災害ハザードマップ及び津波ハザードマップを県における調査の進捗に

あわせ作成する。 

○災害時支援システムの構築（新規） 

災害が発生した場合にさまざまな被災対応業務に力を発揮する災害時支援システムについて、今後実験的

にシステムの運用を行うなどシステムの構築に向けた検討を行う。 

 

消防機能の整備・充実 ○地域防災拠点となる消防分署の計画的整備 

 災害時に地域の防災拠点となる消防庁舎の老朽分署の整備について検討を行い、必要な整備を進める。 

○消防車両及び消防施設の計画的整備 

 常備消防車両を計画的に配備するとともに、非常備消防車両や地域の消防施設について整備を進める。 

○消防救急無線デジタル化の推進 

 平成 28 年 5 月までにアナログからデジタルに変更が必要な消防救急無線の整備を進める。 

救急救命体制の整備・充実 ○救急救命士等の養成と応急手当普及啓発 

 救急救命士の養成・再教育に努めるとともに、応急手当講習会を定期的に開催するなど、応急手当の普及

啓発活動を推進する。 

災害医療の連携体制の確

立 

○大規模災害時の連携体制の充実（新規） 

 大規模災害等に対応するための訓練等を実施するとともに、鶴岡地区医師会、消防、医療機関等関係機関

との連携体制を整備する。 

○災害時の患者受入れ体制の確立（新規） 

大規模災害等が発生した場合の被災患者等の受入れ体制を確立する。 



 

15

② 雇用対策の推進 ～雇用の確保や新たな雇用創出に向けた取組みの推進～ 

施 策 名 主 な 計 画 

緊急雇用対策の推進 

○雇用機会の創出 

必要に応じて国への交付金継続の要望や市の支援策も検討しながら、離職を余儀なくされた非正規労働

者・中高年齢者などの一時的なつなぎの雇用機会や地域の実情や創意工夫に基づいた雇用機会を創出する。 

 

関係機関との連携による

就業相談・支援の実施 

○企業への雇用促進 

ハローワーク、商工会議所・商工会、学校など関係機関と連携し、地域の雇用情勢に関する情報交換、企

業への要請などを行う。 

 

生活課題に関する相談・支

援体制の強化 

○相談等による就労支援 

面接相談員や就労支援員を配置し、生活課題の解決に向けた相談支援を充実するとともに、離職者に対し

住宅確保の支援や就労支援を実施する。 

 

第 1 次産業への就業支援

と後継者支援 

○第 1次産業への就業支援 

新規就農者や農業後継者に対し、農業用機械施設の導入や農地の借入れなどについて支援を行うととも

に、漁業への新規就業者や漁業後継者に対し、漁業就業者確保育成協議会と連携し、漁業就業希望者の長期

研修や体験漁業を実施するなど、独立自営化等を支援する。 

 

地元企業への支援 

○地域資源を生かした新製品開発・販路開拓の支援 

中小企業による地域資源の活用などによる新製品開発や販路開拓に対して支援するとともに、コーディネ

ーターやアドバイザーの設置など企業経営のサポートを行う。 

 

○中小企業の経営支援 

融資あっせんや信用保証料の補給制度などにより中小企業者の事業資金の円滑な調達環境を整えること

により、地元中小企業を支援する。 
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施 策 名 主 な 計 画 

企業活動の活発化による

雇用機会の拡大 

 

○首都圏との人材ネットワークの活用 

首都圏の地元出身者や縁のある者から構成された「ふるさと鶴岡産業活性化懇談会」や東京事務所を拠点

とした首都圏における人材ネットワークを活用し、企業動向の情報収集に努め、市内工業団地への企業立地

と地元企業との取引拡大を図る。 

 

○企業立地や既存企業の投資促進 

企業立地促進法に基づく優遇措置や市独自の支援制度などをＰＲしながら、企業誘致を進めるとともに、

既存企業が行う設備投資に対する支援を行う。 

 

農林水産業の６次産業化 

○農林水産業の６次産業化による雇用の創出 

農林水産業を加工、流通、販売などの新たな産業活動に展開することにより、新たな雇用創出に結び付け

ていく。 

バイオを核とした高度な

産業集積の促進 

○新たなビジネス創出による雇用機会の拡大 

慶大先端研、山大農学部など、地域の先端バイオ研究開発を生かし、農作物などの高付加価値生産や市民

の健康長寿への貢献を中心としたバイオ技術の産業化を加速する仕組みや推進体制を整備するとともに、拡

張した先端研究産業支援センターを生かして、地域企業と研究機関の共同研究、製品開発の促進やベンチャ

ー企業の成長拡大、新規創出を促しながら、新たな産業立地誘導を推進することで雇用機会の拡大を図る。 

 

新しい分野のビジネスの

創出 

○新しい分野のビジネスの創出の推進（新規） 

コミュニティビジネスなどの新しいニーズに対応したサービス産業や、今後成長が期待される環境エネル

ギー分野の産業など、本市における新しい分野でのビジネスにおいて新たな雇用の創出を図る。 
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③ 新たなエネルギー対策の推進 ～電力供給不足への対応、再生可能エネルギーの促進～ 

施 策 名 主 な 計 画 

環境に配慮したエネルギ

ーの活用促進 

○地域エネルギービジョンの策定と推進 

大震災を踏まえ、国や県においてエネルギー政策の大きな見直しが進められており、本市においてもその

動向を注視しながら、本市のクリーンエネルギー導入の指針となる地域エネルギービジョンを策定し、推進

する。 

 

○木質バイオマスの普及促進 

スギ間伐材のペレット化に関する事業可能性調査などの結果を踏まえ、森林バイオマスの利用拡大に向け

た検討を行う。 

 

○その他再生可能エネルギーの調査検討 

小規模水力、太陽光、風力など、クリーンエネルギーの普及促進や導入及び事業化に向けた検討を行う。 

 

環境基本計画の策定 

 

○環境基本計画の策定 

本市の環境行政のマスタープランとなる「新環境基本計画」を策定する。 
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施 策 名 主 な 計 画 

地球温暖化防止対策の推

進 

○省エネ対策の推進 

市の庁舎・施設における地球温暖化対策実行計画により数値目標を定めながら省エネルギー・省資源の取

組みを進める。 

 

○市民への意識啓発活動の推進 

環境フェアつるおかの充実、各種環境教育の推進、広報誌の発行などにより、省エネを始めとした環境意

識の高揚を図る。 

 

○関係機関との連携 

 県が実施している家庭のアクションを推進し、家庭生活からの温暖化防止対策に取り組むなど、国・県の

温暖化防止事業との連携を推進する。 
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２ 施策の大綱（基本計画の体系）に基づく主な重点施策 

第１章 市民生活分野 

それぞれの地域の生活環境をより安全で安心なものにするために、一人ひとりの心がつながりあう確かな地域コミュニティを構築します 

 

主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

地域コミュニティ活性

化施策の検討 

 各種実態調査や住民自治組織代表者との懇談会等を踏まえ、地域コミュニテ

ィの維持・活性化施策について協議を進めている。 

「鶴岡市地域コミュニティ基本方針」（仮称）

の策定 

由良コミュニティセンターについて、地域活動拠点施設の機能を検討し、基

本設計を作成したが、今後、地震津波対応も含めた建設計画の推進を図る。 
由良コミュニティセンターの整備 

コミュニティ活動拠点

の整備 
 田川、小堅及び加茂地区等の老朽化したコミュニティセンターについて、地

域活動拠点施設に必要な機能について地域住民と協議してきたが、引き続き必

要な機能、役割及び整備方法などについて調査・検討を進める必要がある。 

田川、小堅及び加茂地区等のコミュニティセ

ンターの整備に向けた調査・検討 

過疎地域における集落

活動などの支援 

 朝日・温海地域に集落支援員を配置し、集落内での多様な課題について検討

を行い、これからも集落に住み続けるための住民同士の話し合いを推進してい

る。さらに、今後は集落の課題解決に向けた取組みを支援する必要がある。 

集落ビジョンの策定と課題解決に向けた事業

への支援 

結婚に向けた活動への

支援 

未婚化、晩婚化の進行に伴い、少子化の加速、地域コミュニティの活力低下

などが懸念されている。これまでアンケート等による実態の把握、婚活イベン

トの開催、企業・団体と連携した婚活支援のネットワークづくりを進めてきた

が、さらに結婚に向けた活動を支援する必要がある。 

つるおか婚活支援ネットワークを活用した未

婚男女の出会いの場の創出 

自主防災組織の育成と

支援 

 指導者講習会・ブラッシュアップ講習会の実施や、コミュニティ防災支援員

の設置、防災資器材等の助成など、自主防災組織の育成と支援に努めているが、

今後も継続して取り組む必要がある。 

自主防災組織への支援           

自主防災組織と消防団

の連携の強化 

 平日日中や勤務中等の災害時の消防体制確保のため、消防団活動協力員制度

などを実施しているが、消防団を含めた地域の防災組織の弱体化は進んでお

り、自主防災組織と消防団の一層の連携が必要となっている。 

消防団活動協力員と自主防災組織との連携体

制の構築 



 

20

 大規模災害に対応するため、洪水ハザードマップの整備に続き、土砂災害ハ

ザードマップの作成、さらには津波ハザードマップの作成などの早期整備によ

る、防災体制の強化が求められている。 

土砂災害ハザードマップ及び津波ハザードマ

ップの作成 地域の防災体制の確

保・強化 
現在の地域防災計画については、これまでも見直しを進めてきているが、東

日本大震災の教訓から更なる検証が求められている。 
地域防災計画の検証による防災体制の確保 

消防力の整備指針に基づき、効果的な体制を構築することにより、年々増加

する救急需要に対応していく必要がある。 
消防分署の効果的な再整備計画の検討 

消防機能の整備・充実 
山形県消防救急デジタル無線基本設計実施協議会に参加しながら、デジタル

化の検討を進めており、平成 28 年 5 月までの移行を図る必要がある。 
消防救急無線デジタル化に向けた調査・設計 

庄内自然博物園構想の

推進 

 基本構想、基本計画に基づいた重点整備区域の整備が進められるとともに、

湿地保全サポーターによる保全活動等も積極的に展開されている。今後も自然

を生かした学習活動等の基盤づくりの推進が求められている。 

森林、湿地等の保全活動と自然学習活動の展

開 

環境基本計画の策定 
本市の環境の現状と課題の整理が完了したことを受け、計画策定に向けた検

討を進めており、本市の環境施策の基本となる計画の策定が求められている。
新環境基本計画の策定 

地球温暖化防止対策の

推進 

 平成 20 年度に鶴岡市役所エコオフィス推進計画を策定し、温室効果ガスの

排出量削減に取り組んでいるが、平成 2１年度のエネルギー使用量削減は、ま

だ全ての事務・事業の約４割程度の対象範囲であることから、より広範な取組

みが求められている。 

鶴岡市地球温暖化対策実行計画（鶴岡市役所

エコオフィス推進計画）の推進 

環境に配慮したエネル

ギーの活用促進 

本市のクリーンエネルギーについて、昨年度基礎的データの整理を行ってお

り、今後それを踏まえた本市におけるクリーンエネルギーの方向性について整

理する必要がある。また、具体的導入をいかに推進していくかが課題である。

地域エネルギービジョンの策定とクリーンエ

ネルギー（森林バイオマス、小規模水力、太

陽光等）の普及促進に向けた調査・検討 

資源循環型社会構築マ

スタープランの策定 

 循環型社会形成推進基本法に基づき、本市における資源循環型社会構築の基

本方針を定めていくことが求められている。 
資源循環型社会構築マスタープランの策定 

ごみ減量・リサイクル

の推進 

 消費者団体・市民を対象にグリーンコンシューマー座談会を開催し、市民主

導型の組織づくり進めているが、まだ不十分な浸透状況となっている。また事

業系一般廃棄物については、更なるリサイクル推進が求められている。 

環境にやさしい消費者（グリーンコンシュー

マー）運動の推進と優良リサイクル事業者認

証制度の導入 

 

 

 

◎鶴岡市一般廃棄物処理基本計画における数値目標 
・ごみ総量       H16：47,558t ⇒ H27：38,065t   現在(H23.3)  43,656t    ・市民一人あたり   H16：600g ⇒ H27：540g     現在(H23.3)  628g 

・生活系ごみ排出量  H16：31,601t ⇒ H27：26,506t  現在(H23.3)  31,487t    ・リサイクル率     H16：14.6% ⇒ H27：18.9%     現在(H23.3)  14.1% 

・事業系ごみ排出量  H16：15,957t ⇒ H27：11,559t  現在(H23.3)  12,168t    ・資源回収量      H16：6,009t ⇒ H27：5,788t   現在(H23.3)  4,509t 

・施設資源化率    H17：70% ⇒ H27：65%        現在(H23.3)  60.6% 
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第２章 健康福祉分野 
一人ひとりがいきいきと健やかに暮らすことができる健康福祉社会を形成します 

 

主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

子育てに係る健康相談・

健診などの充実 

 任意予防接種（子宮頸がん、インフルエンザ菌 b 型、小児用肺炎球菌）への

助成により、経済的負担の軽減、疾病の発症・重症化を抑制することが図られ

るとともに、妊婦健診についても、経済的負担の軽減や安全安心な妊娠出産の

環境が整備されてきているが、平成 24 年度以降の国の財政措置が不透明であ

ることから今後の動向を注視する必要がある。 

任意予防接種に対する正しい情報の提供と支

援及び安心安全な妊娠出産及び子育て支援 

健康診査の充実による健

康づくり意識の啓発 

 鶴岡市がん検診受診向上対策検討委員会を設置し、効果的な取組みについて

検討し、報告書として整理しているが、今後はその検討結果に基づいた取組み

を推進する必要がある。 

がん検診受診率向上に向けた取組みの推進 

ヘルスアップセミナーの

充実 

 ヘルスアップセミナーの実施や修了者（健康づくりサポーター）の組織育成、

地域関係組織との協働や連携を強化し、生活習慣病対策の一環として今後も取

組みを進める必要がある。 

個別健康支援プログラム（ヘルスアップセミ

ナー）の実施と「健康づくりサポーター」の

育成・組織化 

がん研究を生かした健

康・医療地域づくりの推

進 

「鶴岡みらい検診」の実現に向けた調整や「先端医療開発特区セミナー」の

開催、唾液によるバイオマーカー開発の取組みなど、関係機関が連携した取組

みを進めているが、今後も総合的に地域のがん対策に取り組む必要がある。 

関係機関による「鶴岡コホート運営委員会」

の設立とバイオマーカー開発への支援 

 
 
 
 
 
 
 

◎ いきいき健康つるおか２１保健行動計画における数値目標 

各種がん検診の受診者数 

・ 胃がん    H19：21,102人⇒H24：24,000人   現在(H23.3)  19,174人 

・ 大腸がん  H19：23,386人⇒H24：26,000人   現在(H23.3)  21,675人 

・ 子宮がん  H19：11,355人⇒H24：13,800人    現在(H23.3)  11,639人 

・ 乳がん   H19：5,155人⇒H24：6,000人      現在(H23.3)   5,959人 

・ 肺がん   H19：28,060人⇒H24：29,500人    現在(H23.3)  24,420人 

◎ いきいき健康つるおか２１保健行動計画における数値目標 

各種がん検診の要精検者の受診率 

・ 胃がん      H19：91.1%⇒H24：100%  現在(H23.3)  94.5% 

・ 大腸がん   H19：73.5%⇒H24：100%  現在(H23.3)  72.7% 

・ 子宮がん   H 19：75.2%⇒H24：100%  現在(H23.3)  66.1% 

・ 乳がん      H19：73.3%⇒H24：100%  現在(H23.3)  71.7% 

・ 肺がん      H19：81.7%⇒H24：100%  現在(H23.3)  78.7% 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

こころの健康づくりと

自殺予防対策の推進 

 本市の自殺死亡者は横ばい状態であるが、自殺ハイリスクである働き盛り世

代への働きかけなど、各年代層に応じた相談体制整備や医療も含めた関係機関

とのネットワークの強化などが課題になっている。 

普及啓発事業、個別ケア事業及び支援ネット

ワーク体制の推進 

市民の主体的な支え合

い活動を推進する福祉

コミュニティの構築 

 平成 23 年 3 月に本市の地域福祉の方向性を定めた鶴岡市地域福祉計画を策

定したが、今後はその計画に基づいた取組みを推進する必要がある。 

関係機関のネットワーク構築による地域福祉

計画の推進 

生活課題に関する相

談・支援体制の強化 

失業による生活困窮など、急増する相談案件に対応するため、面接相談員、

就労支援員を配置し、相談・就労支援の充実が図られている。当面相談件数は

減少傾向にないことから、引き続き人的措置を図っていく必要がある。 

専任面接相談員及び就労支援員の継続配置 

相談支援事業の再編強

化と地域生活の自立支

援のためのネットワー

クの推進 

平成 22 年度より障害者相談支援センターを設置し、身体・知的・精神の各

障害の窓口を一元化した相談体制を整備したが、公的機関あるいは事業者だけ

では解決できないケースも多く、関係者によるネットワークを構築し、適切な

対応を図る必要がある。 

障害者自立支援協議会の設置による障害者の

自立支援 

介護保険施設の充実 

 施設整備については、介護保険事業計画に基づき計画的に整備を進めてきた

が、要介護高齢者の増加が著しく、申込者の多さからも不足感が否めないこと

から、今後の施設整備について検討する必要がある。 

第５期介護保険事業計画（策定中）に基づく

計画的施設整備 

高齢者の地域支援体制

の整備 

 年々相談件数も増加し、相談内容も深刻・複雑化していることから、専門職

種（主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士）の連携した対応が必要とされ

ている。 

在宅介護支援センターの地域包括支援センタ

ー移行による相談支援機能の強化 

 
 
 
 
 

◎いきいき健康つるおか２１保健行動計画における数値目標 

・自殺死亡数    H17：37.5人 ⇒H24：30.0人以下（１０万人あたり ３ヵ年平均）   現在(H22.3)  29.7人 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

過疎地域の高齢者支援 

過疎地域における高齢化率の割合は非常に高いことから、生活交通の確保、

豪雪対策、地域医療の確保、災害への対応、買い物支援など重点的に施策を実

施し、高齢者等が安心・安全に暮らせるよう支援していく必要がある。 

生活交通の確保、豪雪対策、地域医療の確保、

買い物支援等の高齢者支援 

認知症対策の推進 

認知症高齢者の増加に対応し、見守りサービス、認知症ネットワーク体制検

討会議、特定高齢者認知症予防事業等に取り組んできたが、今後も増加傾向が

予想されることから、引き続き対策が必要である。 

認知症高齢者を支える地域ケアシステムの整

備の推進 

子育てに関する相談・

支援体制の強化 

核家族化の進行、女性の社会進出、ひとり親家庭の増加などを背景に、子育

てに様々な困難が生じている。そうした状況を踏まえ子育ての不安解消や虐待

防止などの多様なニーズに対応するため、子ども家庭支援センターを核とした

子育てに関する相談・支援の一層の推進が求められている。 

子ども家庭支援センターを核とした総合的な

相談・支援体制の充実、子育てサークルの育

成・支援、ファミリーサポートセンター事業

の推進 

保育サービス及び保育

施設の充実 

保育ニーズの多様化に対し、早朝・延長保育や乳児保育、休日保育や病児病

後児保育などを実施し対応しているが、市街地を中心に今後も増大する保育ニ

ーズに対し、適切な対策を講じていく必要がある。  

保育需要に応じた保育サービスの拡大と適切

な増改築、民間活力を生かした民営化の推進  

放課後児童対策の推進 
これまで国・市で放課後児童クラブへの支援を行っているが、今後も地域の

実態に対応した形で、子どもの居場所づくりを進めていく必要がある。 

国の子ども･子育て新システムの情報収集と

適切な支援 

 
 
 
 

◎いきいき健康つるおか２１保健行動計画における数値目標 

・生活機能評価実施者数     H20：47.8%⇒H24：47.8%以上  現在(H23.3)  34.6% 

・認知症特定高齢者候補者数 H20：2.7%⇒H24：2.7%以下   現在(H23.3)  3.9% 

・介護認定者の認知症者数  H20：21.4%⇒H24：21.4%以下  現在(H23.3)  22.9% 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

地域医療連携の推進と

医療の機能分担 

医療連携のスムーズな実施のため、「かかりつけ医」制度の周知、鶴岡地区

地域医療情報ネットワーク推進協議会における関係者の情報共有、地域連携パ

スの導入などを進めている。今後より一層、地域医療の連携を推進する必要が

ある。 

「かかりつけ医」制度の周知、地域連携パス

の充実、新たな情報ネットワークシステムの

導入等 

荘内病院の機能充実  

研修医を含めた医師の確保については、大学への要望等診療機能の維持、充

実を図っているが、今後も医師確保に務める必要がある。看護師についても毎

年増員を行い人員確保に努めているが、県外病院での長期派遣による認定看護

師等の取得など、今後も継続してスキルアップに取り組む必要がある。 

医師確保のための大学への要望、臨床研修病

院としての研修プログラムの充実、７対１看

護体制の実現、長期研修派遣等による看護技

能の向上 

休日夜間診療の機能拡

充 

 休日夜間診療所における平日夜間の患者数は平均７人弱にとどまっており、

荘内病院が二次救急医療機関（主に入院治療や手術を必要とする重症患者に対

応する機関）として機能分担が図れるよう、市民への周知を一層図っていく必

要がある。 

休日夜間診療所の平日夜間診療と休日歯科診

療所の機能周知の徹底 

在宅患者及び家族に対

するサポート体制の充

実 

荘内病院内「緩和ケアサポートセンター」では、がん患者や家族からの相談

や悩みが寄せられ、問題解決の窓口として機能している。平成２２年度で終了

した、厚生労働省の「庄内プロジェクト」を継承し、新たに平成２３年度に南

庄内緩和ケ推進協議会を設立し、がん対策事業に取り組んできた。 

南庄内緩和ケア推進協議会の充実による事業

の推進、退院後の在宅患者及び家族へのサポ

ート体制の充実 

周産期母子医療の推進 

平成 22 年 4 月に県の地域周産期母子医療センターの指定を受け、院内に周

産期母子医療センターを整備し、専門の医師が 24 時間常駐するとともに看護

師を 16 名配置しているが、引き続き施設の充実を図る必要がある。 

新生児集中治療室の増床に伴う施設整備 

災害時の患者受入れ体

制の確立 

大規模災害等を想定し、簡易ベット、毛布、医薬品、燃料等の備蓄を進める

とともに、災害時の訓練を実施している。今後、訓練の継続とともに対応マニ

ュアルの見直しが必要である。 

大規模災害等を想定したマニュアルの見直し

と訓練の継続実施 
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第３章 教育文化分野 

未来を担う子どもたちが、よりよい環境のもとでいきいきと育ち、それぞれの世代がともに学びあえる地域社会を創ります 

 

主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

新しい学習指導要領へ

の的確な対応と学習環

境の充実 

新しい学習指導要領の重点等について、継続的に研修会や講演会を開催し、

理解を深めている。また小学校には、教師用指導書・指導資料等を整備してい

るが、平成 24 年度からは中学校への整備が必要となっており、4 年サイクル

での更新も必要とされている。 

中学校への教科書、指導書、指導資料等の整

備と教職員に対する必要な研修の継続実施 

教育相談及び特別支援

教育体制の強化 

平成１９年度から特別支援教育コーディネーターの養成講座を実施し，これ

までの取組みにより特別支援教育に対する認識は高まっている。しかし、発達

障害児などの支援対象児童生徒の増加への対応は，教員の指導力の向上だけで

は限界があり、人的支援体制の充実や一貫した支援体制が求められている。 

「特別支援教育コーディネーター連携会議」

の定期開催と「鶴岡市教育相談センター」の

充実 

学校施設・機能の整

備・充実 

学校耐震対策事業については、耐震診断の結果「補強が必要」と判断された

建物について耐震化を進めており、これまで 21 棟の建物の耐震化を（改築を

除く）実施しているが、今後も計画的かつ速やかな対応が必要である。 

学校施設耐震化率 100％をめざした小中学校

施設の改築・耐震化の計画的実施 

適正な学校規模・配置

の実現 

児童数の減少による学校の小規模化、複式学級の設置が進んでおり、平成

22 年度に「学校適正配置検討委員会」で学校統合の方向性の検討を行い、平

成 2３年度には地域住民への説明会を行った。今後、地域内での検討を深めな

がら地域住民との合意形成を図る必要がある。 

適正な学校規模・配置等に関する地域検討委

員会・懇談会の設置による地域住民の合意形

成の促進 

生命科学の若い人材育

成の推進 

「全国高校生を対象とした合宿プログラム」や「高校生バイオサミット」を

開催し、全国の高校生が鶴岡のバイオサイエンスに注目する機会となってい

が、今後も若い人材の育成を推進する必要がある。 

若い人材の育成・定着への基盤形成につなが

る取組みへの支援 

 
 
 
 

◎鶴岡市建築物耐震改修促進計画における数値目標 

・小中学校の耐震化率 H19：54.0％⇒H27：100％  現在(H23.4) 77.8% 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

慶大先端研の世界最先

端の研究開発の促進 

本市では世界の追随を許さない研究環境としてバイオサイエンスパーク及

び鶴岡市先端研究産業支援センターの整備等を行い、その先端研の取組みは県

の評価委員会からも非常に高い評価を受けるなど、着実な成果を上げており、

今後も研究開発の支援を行って行く必要がある。 

教育研究機関に対する支援の推進 

 

高等教育研究機関への

支援と連携の促進 

地域資源の活用による地域振興が求められる中、本市の恵まれた高等教育研

究機関の集積を生かし、連携を強化充実することでこれまで多くの成果を上げ

ている。今後も連携を充実させることで「知の拠点」としての効果を存分に発

揮していく必要がある。 

高等教育研究機関の連携の促進と「山形大学

農学部地域産学官連携協議会」等への支援 

豊かな森林の中での子どもの保育や小学生の森林体験学習あるいは大鳥自

然の家を拠点とした環境教育などについて一定の評価を得ているが、本市の自

然を生かした取組みとして引き続き取り組むことが求められている。 

豊かな自然環境を生かした子どもの保育、自

然体験、環境教育等の推進 
豊かな自然のなかでの

子どもの育成 老朽化が進む加茂水族館について、安全面での対応はもとより、海洋学習、

生命学習の場としての機能拡充が求められており、現在、改築整備を推進して

いる。 

加茂水族館の改築整備 

市民の芸術活動の環境

の充実 

 芸術文化協会など芸術関係団体や多くの市民の努力と連携により、鶴岡アー

トフォーラムなどで芸術文化活動が活発に行われている。一方で老朽化の著し

い文化会館の再整備が課題となっており、現在整備検討委員会等において広く

市民の意見を聞きながら基本計画策定に向けて検討を進めている。 

文化会館の改築整備 

スポーツ推進計画の策

定 

  スポーツ振興法が平成 23 年 8 月に全部改正され、スポーツ基本法が施行さ

れており、今後国の策定する計画を踏まえて本市のスポーツ関連施策の基本的

指針となるスポーツ推進計画を策定する必要がある。 

国のスポーツ基本計画の策定を踏まえたスポ

ーツ推進計画の策定 
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第４章 農林水産分野 

恵まれた豊かな自然と風土を生かし、人と人の交流を図りながら、産地の「顔」づくりと安全で安心な食料づくりを進め、農林水産業をいきい

きと発展させます 

 

主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

担い手の育成・確保と

経営支援 

 米の消費量の減少や農産物価格の低迷により農業経営が厳しさを増す中で、

担い手の農業経営の安定化を図るため、認定農業者の経営力向上に向けた各種

支援や農地の利用集積、集落の実態にあわせた集落営農の組織化を進めていく

必要がある。 

認定農業者など担い手の育成・確保に向けた

支援・指導及び集落営農の組織化への支援 

 

新規就農者・農業後継

者の自立支援とネット

ワークづくり 

 雇用情勢が厳しい状況の中、「農の雇用」が増加しており、本市としても新

規学卒者やＵターン者が農業に魅力と生きがいを持って就農し、地域の担い手

となれるような体制の構築とともに、若い農業者及び農業後継者で組織する団

体の育成を進める必要がある。 

新規就農者等への農業用機械施設の導入や農

地取得への支援及びネットワークづくりへの

支援 

売れる米づくりの推進 

 共同乾燥調製施設の改修等に支援を行うとともに、栽培技術の研鑽に係る事

業に支援し、低コスト生産、良食味米生産を推進している。今後、需要に応じ

た米づくりを更に進める必要がある。 

高品質・良食味及び有機、特別栽培等の安心

感のある米づくりのための生産技術向上への

支援 

地域の特性を生かした

農業振興の推進 

 地域農業は、その立地条件や自然環境などの違いにより、地域の特性を生か

しながら環境条件に適した農産物の生産を振興してきたが、今後も各地域の特

色を発揮した取組みを推進する必要がある。 

「つるおかアグリプラン」に基づく各地域振

興施策の推進 

中山間地域の農業活性

化 

 これまで集落営農ビジョンの策定に向けて座談会等の開催を進めているが、

高齢化、後継者不足への対応として集落営農の推進等が求められている。また、

共同活動や農地の多面的機能の維持･保全に取り組んでいるが、耕作放棄地の

増加など、中山間地域の環境保全の取組みを継続する必要がある。 

集落営農や共同作業の組織化・農産物の販路

拡大への支援及び中山間地域の環境保全の推

進 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

在来作物の生産と消費

の拡大 

 8 月 8 日をだだちゃ豆の日に制定するなど、本市の在来作物のＰＲなどに取

り組んでいるが、今後、在来作物の生産者を増やす取組みや生産技術の伝承、

種の保存に係る取組みを進める必要がある。 

生産技術の伝承や生産者増加の取組みへの支

援及び少量生産、高付加価値販売に係る取組

みへの支援 

環境に配慮した農業の

振興 

 消費者から選ばれる産地づくりを推進するため、地球温暖化防止や生物多様

性保全の効果の高い環境にやさしい農業として、有機栽培・特別栽培等に取り

組む農業者の拡大を図る必要がある。 

エコファーマーの認定の促進、有機・特別栽

培の農産物認定認証制度の普及促進 

優良堆肥の生産を支え

る耕畜連携の推進と畜

産の振興 

 環境保全型農業の推進を図るためには有機性堆肥の安定的な確保が必要不

可欠であるが、高齢化や後継者不足の問題、畜産物価格の下落や飼料価格の高

騰など、畜産農家を取り巻く環境は厳しさを増している。耕畜連携による堆肥

の安定供給体制の構築とともに、持続可能な畜産の営農モデルを模索しその振

興を図っていく必要がある。 

安定的な生産流通システムの検討及び機械・

施設導入、自給飼料の生産拡大などに対する

支援 

農業生産基盤の維持及

び整備推進 

本市の水田ほ場整備はほぼ完了し、作業効率の向上や農業経営体の規模拡大

に大きな役割を果たしてきたが、基幹水利施設の老朽化や転作田の畑地化への

対応など、今後も農業生産基盤を計画的に整備する必要がある。 

再整備が必要な水田・基幹水利の計画的改修

の推進 

鳥獣被害防止対策の推

進 

 深刻化する鳥獣被害の拡大が、減収のみならず農業者の生産意欲を低下さ

せ、耕作放棄地の増加や地域活動の停滞を招いており、鳥獣被害防止対策協議

会の活動等により一定の成果を上げているものの、被害地域が一体となった取

組みを普及・拡大させていくことが必要である。 

地域が一体となった鳥獣被害防止対策の推進 

持続可能な林業経営の

検討と推進 

木材価格の低迷や従事者の高齢化などにより、林業経営は非常に困難な状況

になっている。現在、集約化計画をまとめ森林経営計画の作成を進めている。

持続可能な林業経営をめざした集約化施業の

推進 

林業生産基盤の充実 

本市の約 7 割の面積を占める森林の適正管理と有効活用を図るためにも引

き続き、林道、作業道等の林業生産基盤の整備に努める必要がある。また、森

林整備についても積極的に推進し、森林の保全、良質材の生産を図る必要があ

る。 

間伐などの森林施業及び作業道開設などの生

産基盤の整備に対する支援 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

地域産木材の活用促進 

森林資源の循環の観点から地域産材の活用が求められており、公共建築物や

民間住宅建築による地域産材の需要拡大を進める必要がある。なお、今年８月

に木材乾燥施設を整備したが、今後、この施設の利用により地域産材の利用促

進が期待されている。 

地域産材の啓蒙と公共施設整備への地域産材

の活用推進 

森に親しむ機会の創出 

これまで都市住民の森林地域への理解を深め、先進地との交流を図りながら

必要な調査研究等を実施してきたが、森林文化都市の実現には、市民と森林と

のふれあいを一つひとつ積み上げていくことが重要であり、着実な取組みが求

められている。 

「森の案内人」の養成、「森の散歩道」の整備、

子どもの森林体験学習及び南シュヴァルツヴ

ァルト自然公園との交流等 

木質バイオマスの普及

促進 

 本市の森林資源をクリーンエネルギーとして活用するため、スギ間伐材等の

ペレット化の検討に取り組んでいるが、実用化に向けた更なる調査検討を推進

する必要がある。 

木質ペレット等の普及促進などによる森林バ

イオマスの利用拡大 

庄内浜産水産物の地域

内外での流通・消費の

拡大 

 近年の魚価は安値傾向が続いており、学校給食用などの加工品開発による地

産地消の推進や、海の産直カーによる内陸部での販売、中央市場への高品質活

魚出荷などの取組みが進められているが、一層の消費拡大を図る必要がある。

新たな加工品開発及び関係機関との連携によ

る庄内浜産魚介類の消費拡大の推進 

漁港・漁場の整備・充

実 

 本市の漁業は沿岸漁業が中心となっているが、沖合漁業と比べ漁場が狭く、

限られた漁場の中で安定した漁獲を得られるための手立てが求められている。

また、磯焼けや海水温の上昇等による漁獲への影響が懸念されている。 

漁港の再整備と水産資源の増殖を図るための

水産基盤の整備推進 

漁業後継者・新規就業

者の独立支援 

 本市の漁業就業者は、平成 13 年以降の 10 年間で 60 人の新規就業者があ

ったが、引退や廃業などの方が多く、減少傾向が続いている。今後も雇用創出

基金事業による漁業後継者育成事業の活用等により、新たな漁業就業者の確

保・育成に努める必要がある。 

山形県漁業就業者確保育成協議会との連携等

による研修制度の充実や独立資金調達にかか

る支援 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

農山漁村地域の交流人

口の拡大 

 人口減少傾向にある農山漁村において、交流人口の拡大による活性化が求め

られている中、鶴岡市グリーン・ツーリズム協議会などと引き続き連携しなが

ら、グリーン・ブルー・ツーリズムのメニュー拡充や体制整備、人材育成を進

めていく必要がある。 

グリーン・ブルー・ツーリズムの体験プログ

ラムの作成支援、受入体制の整備及び人材育

成の推進 

農商工観連携、産学官

連携による農林水産業

の６次産業化 

 農林水産物価格が低迷する中、第１次産業の生産者が加工、流通、販売の付

加価値を獲得して農林水産業所得の向上に結び付けていく６次産業化の推進

が求められている。研修会や有識者懇談会の開催、意欲的な農林水産業者の支

援を行ってきたが、引き続き取組みを支援していく必要がある。 

農林水産業の６次産業化の推進 

農商工観連携の促進 

 「つるおか農商工観連携総合推進協議会」を設立し、関係機関の連携体制が

構築されているが、今後個別事業者へのきめ細かなサポートの充実とともに、

面的・量的な拡大に向けた取組みを進める必要がある。 

ビジネスマッチング機会の拡充、大規模広域

連携プロジェクトの実施、需要開拓等の推進 
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第５章 商工観光分野 

地域に根ざす産業を守り育てるとともに、これからの時代をひらく新しい産業を振興し、それぞれの地域をいっそう元気にします 

主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

企業立地と取引拡大を

めざす首都圏との人材

ネットワークの構築 

新たな企業立地や地元企業の取引拡大を図るため、首都圏の情報収集を目的

とした地元縁故者などで構成される「ふるさと鶴岡産業活性化懇談会」を立ち

上げているが、引き続き会員の拡大を図りながら、会員が活動しやすい環境を

整える必要がある。 

「ふるさと鶴岡産業活性化懇談会」の取組み

の推進と組織の拡充 

企業立地や既存企業の

投資促進 

新規企業の立地促進や既存企業の投資促進を図っていく必要があるものの、

世界景気が悪化する中、新たな企業立地が難しくなっている。加えて農工法に

よる課税免除及び減収補填制度が終了したことから、企業立地促進のために支

援策を拡大したが、さらに企業の設備投資の促進策の見直しに努める必要がある。

企業立地促進法に基づく優遇措置の情報提供

及びより魅力ある優遇措置や支援策の検討 

バイオを核とした高度

な産業集積の促進 

先端研究産業支援センター拡張施設への新たな企業･研究機関の立地誘導を

促進するとともに、地域企業の参画による食品、健康・医療分野に関するプロ

ジェクト研究の推進や、関連ベンチャー企業の成長支援、新規ベンチャー創出

を推進する必要がある。  

農作物などの高付加価値生産、健康長寿への

貢献における産業化等、先端研の研究成果を

中軸とした戦略的取組みの推進 

鶴岡シルクのブランド

化と一貫生産の実現 

 全国で唯一鶴岡だけが、絹の一貫生産工程が残っており、文化的、伝統的側

面もあわせた形での振興発展が求められている。養蚕業のみならず、桑葉や絹

などを使った新たな商品開発など、鶴岡シルクのブランド化と一貫生産の振興

に向けた具体的な取組みを引き続き推進していく必要がある。 

「鶴岡シルクタウン・プロジェクト」の推進 

食文化創造都市の推進 

本市が持つ多様な食文化を国内外にアピールし、地域が守り育ててきた食の

多彩な文化を継承発展させるとともに、地域の観光、飲食業、農林水産業、食

品製造業等の活性化やまちづくり、学術面でも新たな価値を生み出していくこ

とが求められている。 

ユネスコ創造都市ネットワークへの加盟に向

けた食文化創造都市の推進 

緊急雇用対策の推進 

 本市の雇用情勢について依然厳しい状況が続いており、引き続き離職者・新

規高卒者等への就業・生活面での支援が必要とされているが、国の雇用創出基

金事業が平成 24 年度で終了する（一部は平成 25 年度まで）ことから、今後

の国の動向を注視する必要がある。 

関係機関と連携した就業支援及び必要に応じ

た国の雇用創出対策継続への要望 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

意欲ある起業者の育成 

 意欲ある商業者や新規開業を目指す者が起業できるよう、経営ノウハウの蓄

積等によるレベルアップが求められている。今後も各種講座の開催など、商工

会議所や商店街が連携し、中心商店街の空店舗の活用になどよる起業家育成を

支援する必要がある。 

中心市街地の空き店舗などへの食関連業種出

店などの起業支援 

テーマ観光、体験型観

光の充実 

近年の観光形態は、団体型旅行から個人・家族・小グループ型旅行への移行

が進み、多様化してきていることから、観光のニーズを踏まえてテーマ観光・

体験型観光の推進を図っていく必要がある。 

歴史文化や四季の自然、郷土食などを用いた

テーマ型、体験型観光の充実 

広域連携を生かした観

光メニューの充実 

観光の形態・ニーズが多様化するなか、行政と観光関連団体などが連携し、

魅力ある広域観光を継続して推進していく必要がある。 

日本海きらきら羽越観光圏整備計画の事業推

進 

温泉街の魅力の向上と

賑わい創出 

本市の温泉地の入込み客数は減少傾向にあるが、温泉街等への宿泊は他の観

光施設などへの波及効果も大きいことから、ハード・ソフトの両面から温泉街

の魅力を向上させる取組みや体験メニューの充実などが必要となっている。 

ハード・ソフト事業による温泉街等の魅力づ

くり 

観光客の受入環境の充

実 

本市の観光資源はそれぞれが点在しているため、２次交通（鶴岡に来てから

の交通手段）の充実が求められている。また外国人向けパンフレットの作成や

外国語表記の看板整備などインバウンド（外国人観光客）対応の推進に努めて

いるが、引き続き受入環境の整備を進めていく必要がある。 

点在する観光資源を結ぶ二次交通の強化及び

インバウンドの誘致の推進と英語版パンフレ

ット更新などの受入環境の充実 

効果的な観光情報の発

信 

観光情報の収集方法が多様化する中で、観光案内・情報提供機能・口コミ情

報等の一層の充実を図るため、これまで観光大使などを活用し鶴岡の PR を実

施してきたが、今後も効果的な情報発信の方法を検討していく必要がある。 

ＩＣＴ技術を活用した効果的な情報発信と観

光大使事業の推進 

 

 
◎鶴岡市中心市街地活性化基本計画における数値目標 

・主要な観光施設年間観光入込み客数  H18：157,100人⇒H24：212,100人 現状(H23.3)：262,900人 

◎日本海きらきら羽越観光圏整備計画における数値目標 

・観光入込み客数                H19：1,765万人⇒H25：2,030万人 現状(H22.3)：1,769万人 
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第６章 社会基盤分野 

地域の生活や活動を支える基盤を整えるとともに、交通・情報ネットワークをさらに充実させて市域内外の交流を拡大します 

 

主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

昨年度実施した空き家実態調査の結果、本市の空き家は約 2,300 棟となっ

ているが、老朽化した空き家は、地域の住環境に悪影響を及ぼすほか、その増

加は地域活力の低下を助長する可能性もあることから、中長期的な視点での対

策が求められている。 

空き家の有効活用と危険防止対策の検討及び

密集市街地における空き家発生の抑制 適切な土地利用、開発

方針の設定 

県立鶴岡病院の移転や国道 112 号線北改良事業による道路改良に伴い、土

地区画整理の検討が必要となっている。 
茅原地区における市街地整備の検討 

地域の個性を生かした

景観形成 

本市の城下町としての個性ある景観を担う歴史的建造物が、維持管理の問題

や所有者の高齢化、担い手不足などの要因から失われつつある現状にあること

から、歴史的風致の維持及び向上のため国の有効・有益な支援措置を活用する

など、その対策が求められている。 

歴史まちづくり法に基づく「歴史的風致維持

向上計画」策定と国からの認定 

中心市街地・まちなか

の機能充実と魅力の向

上 

シビックコア地区における国の第 2 合同庁舎建設誘致などに向けた関係機

関への要望、鶴岡駅前のマリカ東館の有効な利用方法の検討、鶴岡公園整備基

本計画の見直し、山王商店街の活性化支援、藤島地域の道路・公園の整備等が

課題となっている 

鶴岡駅前地区活性化の検討、鶴岡公園整備の

検討、山王商店街フォローアップ、藤島元町

整備等の推進 

 
 
 
 
 
 
 

◎鶴岡市中心市街地活性化基本計画における数値目標 

・中心商業地区の自転車歩行者通行量（休日）  H17：5,590人⇒H24：8,600人  現状（H23.9）3,841人 

・中心商店街の空店舗数               H19：56店舗⇒H24：48店舗    現状（H23.7）54店舗 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

高速交通ネットワーク

の整備促進 

庄内開発協議会など広域団体の活動を通じ、日本海沿岸東北自動車道の整備

促進、羽越本線の高速化の推進、山形自動車道や庄内空港の利用拡大など、広

域的な重要事業の実現に向けた継続的取組みが求められている。 

日本海沿岸東北自動車道の県境区間の整備促

進、羽越本線の高速化と安全・安定輸送の促

進、庄内空港の運航拡充等 

主要幹線道路の整備促

進 

国道１１２号鶴岡東バイパスの４車線化を始め主要幹線道路である国道・主

要地方道・県道・街路の改良、更に交通安全対策や除雪などの維持管理等につ

いて、関係機関へ要望するとともに、市事業により促進する必要がある。 

主要幹線道路整備等の関係機関への要望活動

及び市事業による促進 

観光客の安全を図る道

路整備促進 

「六十里越街道トレッキング」など朝日地域の自然環境を生かした観光事業

に取り組んでいるが、訪れる人が年々増加しており、それらに対応するため、

国道 112 号横断施設の整備等が必要となっている。 

旧六十里越街道の横断施設整備に向けた要望

活動等の実施 

土木構造物長寿命化計

画の策定 

幹幹線道路等の重要路線に係る橋梁については、点検を継続的に実施し、必

要に応じた補修や架け替えを実施している。長寿命化対策については、平成２

１年度から橋梁点検を実施し 22 年度までに 860 橋中 314 橋の点検を実施

し、23 年度は 218 橋を実施する見通しとなっている。 

橋梁の長寿命化修繕計画策定による計画的な

整備 

道路除雪体制の整備 

冬季間の安全で円滑な交通確保のため、道路除雪や防雪対策を図る必要があ

る。特に郊外地における幹線道路では、地吹雪による交通障害が発生している

箇所もあり、今後も継続的に整備を図る必要がある。また、除雪業者の減少な

どにより、今後の除雪体制のあり方について検討が必要となっている。   

安全で円滑な交通確保のための除雪体制の整

備と新たな消雪システムの研究及び市民協働

の除雪体制の検討 

公共交通輸送対策事業

の推進 

バスの利用者数の大幅な減少や県交付金の減額など厳しい状況の中、鶴岡市

地域公共交通総合連携計画に基づき、バス事業者と連携して基本となるバス路

線（幹線）の充実を図るとともに、地域の状況に応じて新たな公共交通として

ボランティア輸送活動等の取組みを促進する必要がある。 

生活交通バス路線の安定確保と新たな公共交

通システム等の調査研究 

地域の活性化につなが

る住宅整備の促進 

新設住宅着工戸数が減少傾向にある中で、地元の工務店・大工等による地域

産木材を活用し、地域環境に配慮した住宅建設を促進することにより、地元住

宅関連産業の活性化と良好な住環境の形成が求められている。 

地域資源を活用した住宅建設活性化への支援 
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主な施策 これまでの取組み状況等 今後の主な計画 

住宅の耐震化の推進 

高い確率で発生が想定されている地震に備え、旧耐震基準により建設された

住宅の耐震化の促進が求められているが、H27 年度まで住宅耐震化率 90%以

上の目標に対し、H22 年 10 月時点では 70%にとどまっている。 

住宅耐震化促進に向けた情報提供・啓発及び

支援 

住宅セーフティネット

の整備・維持保全 

低所得者などの住宅困窮者に対する健康で文化的な生活を営むための住宅

セーフティネットとしての市営住宅の維持保全の継続が必要だが、その

48.8%が築後 30 年以上経過の旧耐震基準であるため、長期利用を図るための

計画的改修が必要とされている。 

市営住宅の計画的な維持保全 

 

安全な水道水の安定供

給 

老朽化した水道管の更新と耐震管の採用など、老朽化対策と耐震化対策の継

続的な取組みが必要であるとともに、旧簡易水道施設の迅速な状況把握のため

の遠隔監視システムの整備と病原性微生物対策が必要とされている。 

水道管の老朽化・耐震化対策と旧簡易水道施

設の安全対策強化 

下水道の整備促進 

快適な生活環境と公共用水域の水質を保全するため下水道の整備を推進す

るとともに、市内近郊の民間宅地開発や局部的な豪雨などにより、浸水や冠水

が発生しており、現状に則した雨水計画の見直しや幹線排水路の整備、改修が

求められている。 

公共下水道、農業集落排水、浄化槽の効果的

な整備及び雨水対策の推進 

 

 

 

 

 

 
 

◎鶴岡市建築物耐震改修促進計画における数値目標 

・住宅の耐震化率 H19：51.7%⇒H27：90.0%   現状(H22.10)：70.0% 

・公営住宅の耐震化率 H19：88.9%⇒H27：100%  現状(H23.4)：88.9% 

・特定建築物の耐震化率 H19：69.4％⇒H27：90.0％  現状(H23.4)：75.3% 

・庁舎等（庁舎・消防）の耐震化率 H19：57.8％⇒H27：100％  現状(H23.4)：61.0% 

◎鶴岡市水道ビジョンにおける数値目標 

・管路の耐震化率 H20：8.2％⇒H28：9.8％   現状(H23.3)：8.9% 
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３ 計画の推進 

(1)市民・地域・行政の協調・協力による地域の総合力の発揮 

市民、地域、行政の協調・協力により地域の総合力を発揮して市政運営を行うため、下記の取組みを進める 

 

施策名 これまでの取組み状況と今後の展開 

「車座ミーティング」の実施 

これまで（平成 22 年 1～平成 23 年 10 月）４７回の開催で、延べ 1,400 人を超える市民から参加い

ただいた。市民の声を直接聴くことにより地域の実態を把握し、それを的確に市政に活かすものとして、今

後も引き続き取り組んでいく。 

「鶴岡パートナーズ」の実施 

市民の主体性を尊重し、市民と行政の協働のまちづくりを推進するものとして、市民からの事業提案に基

づく事業の実施など、各種取組みを進めている。協働のまちづくりについて、具体的取組みの拡大と一層の

普及啓発を図る。 

「鶴岡サポーターズ」の拡充 
ふるさと納税の推進、観光大使の任命、ふるさと鶴岡産業活性化懇談会の取組みなど、鶴岡の支援者とな

る方々を「鶴岡サポーターズ」として位置付けてきたが、今後もそれらの拡充を図る。 

「鶴岡まちづくり塾」の実施 

若い市民のまちづくり組織として各地域の課題等について検討し、地域振興策の企画立案に取り組むとと

もに、総合計画実施計画の策定に当たって若い市民の目線から提言等をいただいている。今後、引き続き実

施計画に対する意見聴取や企画立案を進めるとともに、企画した事業の実践や、市の政策課題の調査等に活

動を広げていく。 

男女共同参画計画の推進 
昨年度策定した「鶴岡市男女共同参画計画」に基づき、男女共同参画社会の形成に関する取組みを推進す

る。 
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(2)地域主権（地方分権）への対応と行財政改革の推進 

 行政ニーズが複雑多様化するとともに地域主権（地方分権）が推進されるなかで、自立的かつ効果的な施策の実施に向けて行政機能の

充実強化とともに、より簡素な行財政運営を図るため、下記の取組みを進める 

 

施策名 これまでの取組み状況と今後の展開 

行財政改革大綱の策定と

推進 

 現在、今年度策定した大綱及び実施計画の推進に取り組んでいるとともに、第 2 次の行財政改革大綱の策

定を進めている。総合計画の着実な推進には行財政基盤の確立が不可欠であり、合併特例期間が終了する

27 年度以降においても財政の健全性を維持するため、引き続き行財政改革に取り組む。 

行財政改革推進委員会の

運営  

 これまで（平成 2３年 10 月末現在）１３回の委員会が開催され、第 1 次行財政改革大綱の策定にあたり

意見が提出されたが、今後、第 2 次の行財政改革大綱の策定に向けて協議を行っていく。  

政策検討会議の実施  
 本市のこれからの政策の方向性等について、有識者から提言等をいただいている。今後も中長期及び分野

横断的といった観点から取り組むべき政策課題について調査検討を行う。  

定住自立圏構想の推進  

 これまで定住自立圏構想の推進に向けて、要件を満たす三川町、庄内町で研究会を立ち上げ、協議を進め

てきている。今後は、中心市宣言を行い、定住自立圏の将来像や協定に基づき推進する具体的取組みを定め

る共生ビジョンを策定する。 

職員の資質向上  

 職員の資質向上の取組みとして、政策立案研修、接遇研修、各種業務・職階に応じた研修など、多様なニ

ーズに対応した職員研修を実施するとともに、他機関主催の各種研修等にも職員派遣を行ってきている。今

後人材育成基本方針を策定し、それに基づき職員の資質・能力の向上を図り、組織全体の活性化につなげる。 
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(3)各地域の特色を生かした地域づくりの推進 

 各地域の持つ資源や特性を最大限に生かした特色ある地域づくりを、相互の情報交換を行いながら各地域庁舎を中心に推進する 

 

施策名 これまでの取組み状況と今後の展開 

地域振興推進事業  これまで各地域庁舎において地域振興ビジョン等に基づき地域活性化事業及び地域の課題調査等に取り

組み、地域振興の施策を推進している。引き続き地域の特性を生かした特色ある地域づくりに取り組むこと

とし、今後は地域資源の更なる有効活用を図るため、本所・地域庁舎及び地域庁舎間の連携による地域振興

策の一層の推進を図る。 

  

地域審議会の開催  各地域庁舎の地域振興の取組みと連動しながら、各地域課題や特性に応じて協議テーマを設定し、今後の

地域振興のあり方を検討している。地域課題の解決策や地域の活性化策について、市に対する提言としてま

とめ、地域振興事業等へ反映させていく。 

 

地域振興対策会議の実施   各地域の課題解決に向けた重要事項の全市的な調整や地域活性化に関する方策の検討を進めるため、昨年

度より市長、副市長、支所長及び関係部長による地域振興対策会議を実施しており、今後とも継続する。 
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各地域の取組み 

地域名 これまでの取組み状況と今後の展開 

藤島地域 

地元農産物の調査研究、販路拡大の取組みや産直施設の活用促進を図るとともに、地域の魅力アップのため藤にこだわ

った事業を行い、農業の先駆的な地域と藤島ならではの特性を生かした地域づくりに取り組んだ。 

今後、農業所得の拡大を図るため土地利用型園芸作物の推進や、さらなるエコタウンプロジェクトの推進など、農業関

係機関・団体と連携を取りながら更なる農業振興を図っていく。また藤の花や伝統芸能などの地域特性をさらに発展させ、

歴史公園などにも生かしていく。 

羽黒地域 

松ヶ岡や出羽三山の歴史的建造物や街並景観保全に向けた調査・検討を実施するとともに、映画ロケ地を活用した観光

宣伝に取り組むなど、歴史文化の継承や観光振興の地域づくりに取り組んだ。 

今後、松ヶ岡や手向門前町の街並み景観、建造物の保全のため、歴史的風致の維持向上に向けた計画や事業を展開する。

映画ロケを支援しながら新たな観光客の誘客促進を図っていく。 

櫛引地域 

黒川能などの伝統芸能の伝承支援や、米や果樹等を組み合わせた複合農業の振興を図りながら、水焰の能会場を活用し

た｢くしびき夏まつり」の開催や、地域の課題解決に向けた婚活支援事業の実施など、地域づくりに取り組んだ。 

今後、黒川能をはじめとする伝統芸能の保存伝承活動の支援や、未婚化抑制のための婚活支援を引き続き行う。また、

地域特性である果樹多品目生産を基盤にした農産物の加工・販路拡大等による「フルーツの里」の形成や、農家民宿開設

など農業農村資源を多面的に活用したグリーン・ツーリズムを促進し、農業の６次産業化を推進する。 

朝日地域 

地域の特産物である山ぶどうの活用調査や農林産物の加工販売に向けての調査・検討を行い、中山間地の農業振興に取

り組むとともに、歴史、文化、自然環境等の地域資源を活用した地域づくりに取り組んだ。 

今後、特産品の月山ワインの販売拡大や小ロット農林産物加工の調査・検討など、地域の特性、資源を活用した中山間

地ならではの農業振興施策に取り組むとともに、自然環境等の地域資源を活用した体験・交流活動を推進する。 

温海地域 

あつみ温泉の賑わいづくりの調査・検討をしながら、あつみ温泉への集客並びに PR と地域活力の向上のため「せせら

ぎの能」を実施した。また、遊休農地の活用を図るための支援に努めながら、地域づくりに取り組んだ。 

今後、あつみ温泉の魅力づくりを地域全体で取り組むとともに、集客イベントも地域が事業主体となり観光関係団体と

連携して継続的な事業として実施する。遊休農地を活用した作付け拡大を推進していく。 
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(4)地域の実態を踏まえた国などへの提言要望 

国・県において地域の実態をきめ細かく踏まえながら制度・政策を立案・実施していくことが難しくなっていることから、市として地域の実態を

踏まえながら具体的な制度・政策を積極的に国・県に対して提言・要望する。  

 
 
 
 



 

 

 鶴岡市国土利用計画[素案] 
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前  文 

  

 この計画は、国土利用計画法第 8 条の規定に基づき、鶴岡市の区域における国土（以下

「市土」という。）の利用に関し必要な事項を定めるものであり、第四次山形県国土利用

計画（平成 22 年 3 月）を基本とする。 

さらに、この計画は、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 2 条第 4 項の規定に基づ

き策定された鶴岡市総合計画（平成 21 年 1 月）における基本構想に即して定められ、本市

の目指す都市像「人 くらし 自然 みんないきいき 心やすらぐ文化をつむぐ悠久のまち 

鶴岡」の実現のため、市土の総合的かつ計画的な土地利用を進める上での指針となるもの

である。 

 なお、今後の社会情勢等の変化に対応し、必要に応じ改定を行うものとする。 
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１章 市土利用に関する現状と基本的条件の変化について 

 

１ 市土利用に関する現状 

（1）地勢 

本市は、山形県の西北部にある庄内地方の南部に位置し、新潟県に接している。北部

には庄内平野が広がり、赤川水系の赤川、大山川、最上川水系の京田川、藤島川等の河

川が貫流している。この庄内平野の東部から南部にかけては、出羽丘陵、朝日連峰、摩

耶山系の山岳丘陵地帯となり、市の西部は日本海に面し、磯浜が形成されている。東部

は磐梯朝日国立公園に包含され、広大で自然豊かな市土を形成している。市域は、東西

約 43.1km、南北約 56.4km におよび、面積は 1,311.51k ㎡と東北の市町村で最も広い。 

（2）市土利用の動向 

ア 土地利用区分別面積の推移 

平成 21 年における市土利用の状況は、農用地が 14.0％、森林が 73.0％、水面・河

川・水路が 3.0％、道路が 3.0％、宅地が 2.5％、その他が 4.5％となっている。 

農用地が減少傾向、森林のうち民有林が平成 18 年から平成 21 年に微増、水路が微

減傾向、道路が微増傾向、住宅地が微増傾向、工業用地が微減傾向となっている。 

イ 地価の動向 

地価は、地域経済の低迷や人口減少により土地需要が弱含みに推移していることな

どから、下落が続いている。 

 

２ 基本的条件の変化 

今後の市土利用を進めるに当たり、次のような基本的条件の変化を考慮する必要がある。 

（1）少子高齢化を伴う人口減少、中山間地域・沿岸域における過疎化の進行 

昭和 60 年以降、年少人口、生産年齢人口が減少、高齢人口は各地域とも増加し続けて

おり、少子高齢化と人口減少が進んでいる。また、これまで一貫して増加してきた世帯

数の伸びが鈍化傾向にある。 

地域別では朝日、温海地域の人口、世帯数の減少が顕著になっており、中山間地域・

沿岸域での過疎化の進行が懸念される。 

人口集中地区（鶴岡市街地区）では人口が平成 12 年までは増加していたが、その後微

減、面積は増加、人口密度は減少し続けておりスプロール傾向が見られる。市全域に占

める人口、面積の割合が増加し続けており、市街地への集住傾向が継続している。 

また、流入、流出人口が一貫して増加しており、合併による交流人口の拡大や地域間

道路の整備の進展などが大きな要因と考えられる。 

地域の人口定着に欠かせない雇用の面で重要な役割を果たしている製造業を中心とす

る企業では、2008 年の世界的な金融危機を契機とする世界同時不況の影響を大きく受け

たことが推測される。 

（2）市土の管理水準低下の危惧 

農業粗生産額や林業産出額の減少とともに、農林水産業の従事者の高齢化と後継者・

担い手不足などの影響により、耕作放棄地の増加や森林の粗放化などが進んでおり、農
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地や森林の持つ多面的機能の低下などが危惧される。 

（3）郊外化の進展と中心市街地の空洞化 

鶴岡市では、郊外地での住宅地開発やロードサイド型の大規模商業施設の立地が市域

全体に与える影響を考慮し、コンパクトな市街地形成の方針のもとに、区域区分制度の

導入、中心市街地活性化基本計画に基づく施策の推進などによって、郊外化の抑制と中

心市街地の活性化に努めてきた。 

しかしながら、中心商店街の商業環境は厳しさを増し、中心市街地の空洞化は進行し

ている。また、空き家が増加傾向にある。 

（4）自然災害の増加と被害の甚大化、地球温暖化の進行と新たなエネルギーの確保 

東日本大震災の発生により地震とともに津波に対する備えの重要性が認識されたほか、

豪雪、豪雨、竜巻の発生など自然災害が増加し、被害が甚大化している。 

また地球温暖化の危惧から、温室効果ガス削減の取組みの要請が高まっているほか、

東日本大震災の原発事故による電力不足から、再生可能エネルギーの導入促進をはじめ

とする新たなエネルギー確保の取組みが求められている。 

（5）高速・広域交通網の整備進展 

日本海沿岸東北自動車道の温海～鶴岡間が平成 23 年度末に供用開始予定となってお

り、同年 8 月には長年の懸案であった新潟県境区間について計画段階評価に着手するこ

とが発表され、引き続き高速道路網の整備が進展することが期待される。 

また、国県道の整備などの広域交通網の整備が進んでいるが、今後とも国土全体のバ

ランスや災害時の代替機能確保の観点などからも整備を進める必要がある。 
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２章 市土利用に関する基本構想 

 

１ 市土利用に関する理念と基本的な目標・方針 

  市土は、現在及び将来における市民のための限られた資源であるとともに、生活及び

生産を通ずる諸活動の共通の基盤である。従って、市土の利用については、公共の福祉

を優先させ、自然環境の保全を図りつつ、本市の自然的、社会的、経済的及び文化的条

件に配慮しながら、健康で文化的な生活環境の確保と市土の均衡ある発展を図ることを

基本理念として、総合的かつ計画的に行わなければならない。 

  この理念の基に、本市では、合併を経て、新しい時代に向かって各地域が持つ豊かな

自然や文化を普遍的な価値を有するものへと高め、一人ひとりが心豊かに、そして安全

で安心に生活できる地域社会を形成していく上で、目指す都市像「人 くらし 自然 み

んないきいき 心やすらぐ文化をつむぐ悠久のまち 鶴岡」の実現を期し、併せて庄内

の中核都市としての責務を果たしていくものである。 

  本市土地利用においては、合併により市域は赤川流域をほぼ包含することになり、赤

川はその水系に広がる流域に自然の恵みをもたらし、地域固有の文化を育む、市民にと

ってかけがえのない環境を創り出す源泉となっている。この恩恵を十分に享受しながら、

将来にその素晴らしい景観や自然環境を残していかなければならない。 

日本有数の穀倉地帯である庄内平野と、多様で広大な森林という豊かな資源を活かし、

市民と森林、それと繋がる多様な自然環境とのよりよい関わり合いを深め、生活を一層

豊かにしていくことが希求される。 
   

これらの実現に向けて、市土利用をめぐる基本的条件の変化を十分に考慮し、以下の

課題を踏まえ、市民の理解と協力のもとに市土利用を進める必要がある。 

人口については、今後も少子高齢化を伴った人口減少が進むことが予想されるが、高

速交通網の整備や地域資源・特性を活かした産業振興を一層進めることにより、人口減

少に一定の歯止めをかけることが期待される。 

  また都市構造は、市街地周辺部での宅地化と中心市街地の空洞化が進行しており、都

市地域の拡大が緩やかに進む一方、市街地の低未利用地の増加が予想され、その利活用

に向けた対策が求められる。 

  経済社会活動については、高速・広域交通網の整備の進展は勿論のこと、情報通信技

術の進化に伴う情報化が様々な分野で進展しており、社会経済のグローバル化が一層強

まると見通されるが、産業全体を取巻く環境は依然厳しい状況が見込まれるため、先端

生命科学を駆動力とした地域イノベーションの推進や、豊かな農林水産業資源を活かし

た食産業群の形成など、市場環境を創造的に活性化させる産業を育成し、国内外との交

流を図っていくことが求められる。 

  加えて、農業従事者の減少・高齢化等により農地が遊休化し、農地や森林のもつ多面

的機能の低下が危惧されている一方、東日本大震災をはじめ集中豪雨などの天災や異常

気象がたびたび発生しており、水害等に対する農地の一層の保全対策が必要となってき

ているほか、住民の防災意識や、環境問題、エネルギー等への関心が非常に高まってい
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る。農業基盤施設の整備・改良による保全はもとより、農地や森林がもつ自然のシステ

ムを活かした持続可能な利活用等により、市土の維持・管理を適切に進めていくととも

に、豊富な森林や自然エネルギーを背景とした温室効果ガス削減の取組み、低炭素で安

全なエネルギー確保の取組みなどを進める必要がある。 
 

従って、今後の市土利用にあたっては、人口動態等の見通し等から、全体として土地

需要は鈍化し、土地利用の転換も従前ほどの動きは想定されないが、経済社会の構造変

化に伴う土地需要や、高速･広域交通網の整備進展、新しい産業の創出、農用地の耕作放

棄からの再生、再生可能エネルギーの確保の取組みなどが今後見込まれることから、市

土の有効利用に配慮し、きめ細かな土地需要の調整を図っていく必要がある。 

  土地利用の転換については、土地利用の可逆性が容易に得られないこと等を踏まえつ

つ、土地の特性を有効に活用するため、都市的土地利用と、農林業的土地利用を含む自

然的土地利用との調和を図りつつ、計画的かつ総合的に行うものする。 
   

また、土地利用の一層の質的向上を図り、市土を良好な状態で次世代に継承していく

ため、主に次の五つの方針を基本としながら、市民、住民組織、NPO、企業、高等教育機

関、行政が協調・協力し、総合的に市土の保全・管理に取り組むこととする。 

 

（１）安全で安心な市土の整備 

  市民の生活、生産活動の基盤となる市土を保全し、生命と財産を守り安心して住み続

けられる市土を形成するため、地形等地域の特性を十分考慮し、自然条件と土地利用配

置との適合性及び土砂災害、洪水、地震、津波、豪雪、雪崩等への対応に配慮し、災害

に強いまちづくりを進めるとともに、全ての年代の市民が住みやすい生活環境の整備に

努める 

 

（２）生き生きとした市土の創造 

  地域の活力を高めていくため、高速・広域交通網等社会基盤の整備を図りつつ、地域

の歴史、文化、景観等すべての地域資源を活用し、市民、地域、行政、高等教育機関、

企業などの多様な連携・協働で、地域の「総合力」を発揮して新たな価値を創造し、次

代を担う若者にも魅力ある生き生きとした活力ある市土づくりを進める 

 

（３）美しい市土の形成 

地域全体の利便性を考慮した都市機能の集約、城下町の都市構造の維持、広大な田園

や豊かな山林風景の保全、史跡・文化財の保護などを通じ、鶴岡の魅力あるかけがえの

ない景観を創出し、次代に引き継いでいく 
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（４）自然と共生する市土の形成 

農用地や森林、沿岸域の持続的な利用や、水資源、緑地・水辺空間等の積極的な保全・

創出を図り、人と自然とのふれあいを深めるとともに、公益的機能の高度な発揮、環境

負荷の軽減や自然エネルギーの創出等に努め、自然と共生する市土利用を進める 

 

（５）既存ストックを活かした市土の利用 

これまで蓄積された既存の公共公用の土地・建物等の社会資本ストックについて、計

画的な維持改修等により、より長く効果的に活用できるように努めるとともに、施設の

運営についても、地域の実情に応じた効率的、発展的な手法を幅広く検討し、快適な生

活環境の維持向上と地域産業の振興に資するよう努める 
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２ 地域類型別の市土利用の基本方向 

 

（１） 都市 

  都市については、今後は人口減少と世帯数の増加の停滞が想定されることから、今後

も市街地の拡大は抑制するとともに、既成市街地の土地や社会資本ストックの有効活用

に配意し、人口規模に応じたコンパクトな市街地の維持に努める。 

特に既成市街地の中心部においては、城下町の都市構造の維持や景観の保全に配慮し

つつ、文化性を高める戦略として市民全体に必要とされる都市機能の集積を図るなど、

土地の高度利用を進める。また中心商店街の一層の活性化や、市街地に増えつつある低

未利用地の有効利用により、居住環境の改善を図り、人が集まり、回遊し、住み続けら

れる、落ち着きと賑わいのあるまちなかの再興をめざす。 

  各地域の中心地区においては、それぞれの歴史と文化、地域の特性を踏まえた上で、

必要な都市基盤の整備や良好なまちなみの形成を着実に進める。 

  また、東日本大震災や度重なる異常気象による被害を踏まえ、災害や雪に強い都市構

造の形成に一層努めつつ、合わせて高齢者や障害者、子ども等の生活に配慮した快適で

住みよい都市生活環境の形成を図る。 

 

（２） 農山漁村 

  農山漁村については、地域ごとの特性と、森林や川、農地、沿岸域のもつ多面的役割

と生態系の一体性を踏まえ、自然環境の保全と生産活動の振興を図るとともに、これと

調和した快適な居住環境の整備が求められる。農地の流動化や圃場の大区画化、後継者

の育成、優良農用地や森林等の確保と管理水準の維持に努め、生産基盤の一層の整備や

耕作放棄地等の解消などにより、集落機能の維持・発展を図る。 

特に、豊かな自然と人の生活の接点ともいえる中山間地については、美しい風景や貴

重な伝統文化が残り、里山などの身近な森林資源の体験・交流の場等としての利活用や、

自然災害の防止や有害鳥獣対策に対応した土地の利活用、さらには森林を含め環境全体

の保全・循環のための利活用など、人の活動と自然との多様な関係の場としての機能を

有している。一方で、高齢化、過疎化の進行、コミュニティ機能の低下、耕作放棄地の

増加といった課題にも直面しており、今後さらに地域活力の維持向上に努める必要があ

る。 

また同様に、海など多様な自然と人の暮らしとの接点である沿岸域では、漁業体験や

各種海洋レクリエーション、海の見える開放的な居住空間、海の幸・山の幸双方の豊か

な恵みといった本市沿岸域ならではの魅力を有する。これを一層発揮して、人と自然が

共生する活力ある地域づくりを進める必要がある。 

このほか、田園風景と一体となった農山漁村景観の積極的な保全を行いながら、市内

外の都市との農村交流を促進し、一層の地域活性化を図る。 

また、地域防災拠点の整備、オープンスペースの確保に努めるとともに、自然的土地

条件や防災施設の配置を考慮した土地利用の誘導、災害危険地域の解消等により、災害

に強い農山漁村づくりを進める。 
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（３） 自然維持地域 

  豊富な森林をはじめ高い価値を有する原生的な自然地域や野生動植物の重要な生息・

生育地、すぐれた自然景観地など、自然環境の保全を旨として維持すべき地域について

は、適正に保全することを基本とし、あわせて、適正な管理の下で、自然の特性を踏ま

えつつ自然体験・学習等自然とのふれあいの場としての利用を図る。 

 

３ 利用区分別の市土利用の基本方向 

 

(１) 農用地 

農用地については、農業が本市の基幹産業として重要な地位を占めており、日本の食

料生産基地の一つとしての役割に寄与していることを踏まえ、新たな農業政策や国際貿

易ルールの変動等により内外の産地間競争の激化が予想される中、農用地は農業生産力

の維持・向上や高付加価値化への対応に必要不可欠であり、災害防止、水源涵養及び環

境保全等公益的機能を有することから、今後もその保全と整備を図る。 

優良農地は原則として他用途に転用しないこととし、一方で遊休化しかつ林地に接す

る土地は植林転用など非農業的利用に誘導するなど、適切な管理を通じ、耕作放棄等に

よる農地の荒廃を防止し、市土保全等農用地の多面的機能が高度に発揮されるよう配慮

する。また農用地がもつ田園風景などの景観的価値を重視し、環境への負荷軽減に配慮

した農業生産の推進を図るとともに、市民の学習活動、交流の場等への活用も図る。 

さらに、観光・レクリエーション機能との複合が可能な地域においては、今後とも、

グリーンツーリズム等の推進による体験農園や観光農園の振興に配慮した土地利用を促

進する。 

 

(２) 森林 

  森林については、本市市土の約 73％と最大の土地利用面積を占めており、国土の保全

や水資源の涵養等の公益的な機能や、木材を生産する経済的機能など、多面的な機能を

有している。本市はその機能を十分に発揮し、人と多様な自然のより良い関係を探求す

る「森林文化都市」を推進しており、管理水準の維持向上に努め、森林の保全と整備を

図る。 

特に、森林のもつ機能の発揮の上で望ましい森林資源の姿に誘導するための考え方と

して、森林土壌を保全する「水土保全林」、生態系を維持し癒しや安らぎといったレク

リエーション機能をもち風水害から人の生活を守る「森林と人との共生林」、地域産材

の安定的効率的生産のための「資源の循環利用林」といった用途ごとの区分をもって、

健全な森林資源の維持増進を図り、木材資源の需要拡大を含めた木材の循環システムを

強化し、持続可能な森林経営の確立をめざす。 

さらに災害防止機能や地球温暖化防止機能といった側面も含め、森林の多面的な効果

が享受できるようにする。 
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(３) 水面・河川・水路 

水面・河川・水路については、水害等に対する安全性の確保、水資源の有効利用、農

業用等の用排水路の適正な管理などにより、適切に維持保全する。また、水面、河川及

び水路の整備に当たっては、自然環境の保全に配慮し、うるおいのある水辺空間の形成

と親水性の向上を図るとともに、自然浄化作用、生物の生息・生育の場、都市における

オープンスペース等多様な機能の維持向上を図る。 

 

(４) 道路 

  道路のうち高速道路については、新潟県境部朝日～温海間が計画段階評価に着手され

た日本海沿岸東北自動車道の早期建設を強力に求めていくとともに、東北横断自動車道

の月山～湯殿山間の整備計画早期策定を求める。 

一般道路については、生活の利便性向上、生産基盤の拡充及び地域間の交流・連携の

拡大とネットワークの強化を促進するため、必要な道路整備を図る。その整備に当たっ

ては、道路の安全性、快適性等の向上及び防災機能の向上並びに公共施設の収容など、

道路の多面的機能が発揮できるよう配慮するとともに、長寿命化や適時更新による適切

な維持保全を図るほか、環境の保全に十分配慮する。特に市街地においては、道路緑化

の推進等により沿道の良好な環境の保全・創造に努める。また、雪に強く歩行者や高齢

者に優しい道路環境の維持に努める。 

農道及び林道については、農林業の生産性向上並びに農用地及び森林の適正な管理を

図るため、農用地の拡大に合わせ必要な用地の確保を図る。農道及び林道の整備に当た

っては、ほ場の大区画化や機械の大型化等に伴う作業効率や、多目的利用に伴う快適性

に配慮する。 

 

(５) 宅地 

  住宅地については、人口や世帯数の動向、高齢化の進行等に対応しつつ、地域特性を

踏まえた望ましい居住水準と住宅地域らしい落ち着いた居住環境の整備を目標とする。 

 新しい宅地需要については、土地利用の拡散を防ぐ観点から低未利用地の活用可能性

をまず検討した上で進め、適正規模の用地の確保を図る。また、震災等災害に関する地

域の自然的、社会的特性を踏まえた適切な土地利用を図る。 

  工業用地については、本市経済の基盤として、産業構造の変化や新たな産業展開に対

応した付加価値の高い工業の集積と生産拡大に向け、必要な用地の確保を図る。特に、

知識集約型産業などの集積に必要な用地を確保するとともに、既存の工業団地のうち未

分譲のものや工場跡地の有効利用を促進する。 

  その他の宅地については、市街地の土地利用の高度化や低未利用地の有効活用を図る

とともに、既存商店街の高付加価値化を図り、まちなかにおける多様な交流や活動が行

われ、歴史と伝統を継承しつつ新たな文化を創造する場としての持続力ある商店街づく

りを支援する。 
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 (６) 中山間地域 

  平野の外縁部から山間地において、特に自然と人の活動との境界、接点となる中山間

地域については、農林業の施業や、里山などの身近な森林資源の体験・交流など、人と

自然の多様な関係の場であり、さらに自然災害の防止や有害鳥獣の対策など重要な機能

も併せ持つ場でもあることから、地域活力の維持向上、自然環境の保全双方につながる

よう、地域の実情に配慮し適切な土地利用に努める。 

 

(７) 沿岸域 

沿岸域については、漁業や漁港の持つ経済的機能に加え、各種海洋レクリエーション

や交流・学習の場の提供、環境保全、海難救助への貢献等多面的な機能を有しているこ

とから、その地域の自然的特性や経済的、社会的現状を踏まえ、海域と陸域との一体性

に配慮しつつ、限られた土地を有効に活用し、地域活力の維持向上につながるよう適切

な土地利用に努める。この場合、海岸ごみの清掃など沿岸域の景観及び多様な生態系等

の自然環境の保全に十分配慮する。 

 

(８) その他 

以上のほか、文教施設、公園緑地、交通施設、環境衛生施設や厚生福祉施設等の公用・

公共用施設の用地については、住民の生活水準の向上と多様化するニーズを踏まえ、環

境の保全に配慮して、必要な用地の確保を図る。また、施設の整備に当たっては、災害

時における安全性の確保と防災機能に配慮する。 

耕作放棄地については、市土の有効利用、環境や景観保全の観点から再耕地化を努め

て推進するとともに、地域の実情に応じて周辺土地利用との調整を図りながら土地利用

の転換を図る。 

 

 



- 10 - 

３章 市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び地域別の概要 

 

１ 市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

 

 (１) 計画の目標年次は平成 33 年とし、基準年次は平成 21 年とする。 

 (２) 市土の利用に関して基礎的な前提となる人口と世帯数については、平成 33 年にお

いて、それぞれ 126,700 人、46,220 世帯になるものと想定する。 

 (３) 市土の利用区分は、農用地、森林、宅地等の地目別区分及び市街地とする。 

 (４) 市土の利用に関する基本構想に基づく平成 33 年の利用区分ごとの規模の目標は、

次表のとおりと見込まれる。 

    なお、市土の利用区分ごとの規模の目標については、市土利用の現況と変化につ

いての調査に基づき、将来人口等を前提とし、利用区分別に必要な土地の面積を予

測し、土地利用の実態との調整を行い定めた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標                   

 

 

（単位：ha、%）

増減率

21 28 33 33/21

農用地 18,420 18,598 18,722 14.0 14.2 14.3 101.6

農　　地 18,420 18,598 18,722 14.0 14.2 14.3 101.6

採草放牧地 0 0 0 0.0 0.0 0.0 －

森　　林 95,739 95,615 95,550 73.0 72.9 72.9 99.8

原　　野 2 2 2 0.0 0.0 0.0 100.0

3,878 3,904 3,914 3.0 3.0 3.0 100.9

道　　路 3,865 3,989 4,032 2.9 3.0 3.0 104.3

宅　　地 3,329 3,333 3,368 2.6 2.6 2.6 101.2

住宅地 2,034 2,036 2,060 1.6 1.6 1.6 101.3

工業用地 149 154 158 0.1 0.1 0.1 106.0

その他の宅地 1,146 1,143 1,150 0.9 0.9 0.9 100.3

その他 5,918 5,710 5,563 4.5 4.3 4.2 94.0

合　　計 131,151 131,151 131,151 100.0 100.0 100.0 100.0

市街地 1,400 1.1

平成21年の数値は山形県統計年鑑数値（各年１０月１日）

平成28年及び平成33年の数値は推計値

構成比
平成２１年 平成２８年 平成３３年

水面・河川・水路

利用区分
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２ 地域別の概要（地域区分） 

 

  地域区分は、市土利用の現状、自然的、社会的、歴史的諸条件を勘案して、北部地域、

東部地域、南東部地域、南部地域、南西部地域、西部地域の 6 地域区分とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）地域別の展開方向 

 

ア 北部地域（主に市街地、農村地域） 

  この地域は、赤川流域に広がる庄内平野一帯を概ねの範囲としており、本市において

人口、都市機能等の集積が最も高く、本市の核として中心的役割を果たしている地域で

ある。 

市街地は、鶴岡市街地とこれに次ぐ人口集中地区の大山市街地、藤島市街地がある。

新産業の集積や既存産業の高度化、駅前周辺の活性化などを積極的に推進する一方、市

域全体として人口減少が想定されることから、市街地の拡大は抑制するとともに、既成

市街地における低未利用地の活用や既存ストックの有効活用に配意し、人口規模に応じ

たコンパクトな市街地の維持に努める。 

  市街地以外の農村地域は、稲作、畑作、果樹、畜産、施設園芸等、本市における農業

生産の中心的な地域である。平坦地の大部分が大規模ほ場に整備され、機械化一環作業

地 域 名 地  域  の  範  囲 

北 部 地 域 

鶴岡地域市街地、鶴岡地域平野部（斎地区、大泉地区、京田 

地区、栄地区、大山地区、西郷地区、上郷地区、黄金地区） 

藤島地域平野部（藤島地区、東栄地区(一部を除く)、八栄島 

地区、長沼地区、渡前地区） 

羽黒地域平野部（泉地区(一部を除く)、広瀬地区(一部を除く)）

櫛引地域平野部（木荒代地区と宝谷地区以外） 

朝日地域中部（熊出地区、東岩本地区(一部を除く)） 

東 部 地 域 

藤島地域中山間部（東栄地区の一部） 

羽黒地域中山間部（手向地区、泉地区の一部、広瀬地区の一部）

櫛引地域中山間部（木荒代地区、宝谷地区） 

朝日地域東部（大網地区） 

南 部 地 域 
朝日地域中部･南部（東岩本地区の一部、本郷地区、名川地区、

大針地区、大泉地区、大鳥地区） 

南西部 地 域 
鶴岡地域中山間部（湯田川地区、田川地区） 

温海地域中山間部（山戸地区、温海地区の一部、念珠関地区の

一部、福栄地区） 

西 部 地 域 
鶴岡地域沿岸部（湯野浜地区、加茂地区、豊浦地区） 

温海地域沿岸部（温海地区(一部を除く)、念珠関地区(一部を

除く)） 

南東部 地 域 磐梯朝日国立公園 
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体系も確立されている。また一部丘陵地帯では田畑や樹園地での体験型農業や観光農園

等の取組みも進んでいる。土地利用としては農業的資源を優先的に保全し、農用地の適

切な維持管理を推進するとともに、生産活動と調和した快適な居住環境を維持する。  

 

イ 東部地域（主に中山間地域） 

この地域は、庄内平野の東方外縁に位置し、中山間地、丘陵、森林など多様な自然環

境があり、稲作、畑作、果樹、畜産など多彩な生産活動が展開され、産地が形成されて

いる。特に丘陵地帯では田畑や樹園地での体験型農業や観光農園等の取組みが進んでお

り、グリーンツーリズムの推進を図っていくとともに、月山高原や木荒代地区、宝谷地区を

核とした観光・交流機能を一層強化する。土地利用としては農業的資源を優先的に保全

し、農用地の適切な維持管理を推進するとともに、生産活動と調和した快適な居住環境

を維持する。 

さらに、この地域は磐梯朝日国立公園出羽三山地域に近接しており、世界に誇れる歴

史文化と自然が受け継がれてきた貴重な地域特性を有しておりその保全と整備に努める。 

なお、地域内には多数の土砂災害危険箇所が存在することから、市民生活の安全性の

確保に努める。特に大網、田麦俣周辺は地すべり危険地区が集中しており、今後も計画

的な対策工事を進める。 

 

ウ 南部地域（主に中山間、山村地域） 

この地域は庄内平野を潤す赤川の源流地域で、平野部の裾野から中山間地に集落が点

在している。 

地域の大半を森林が占めており、市土保全等の公益的機能において重要な役割を果た

している。他地域に比べ標高が高く、稲作に加え山菜や茸など特用林産物の生産が盛ん

であり、冬期間は豪雪地帯となる地域である。道路整備等生活の利便性を向上させつつ、

農用地・林地について山間部の特性を生かした特産物の生産拡大を行う等、有効な土地

利用を図る。また、森林と人との豊かなふれあいの機会や教育の場としての総合的利用

を促進するため、多様な森林の造成、施設利用等の整備に努めるほか、水源涵養林とし

て森林の保全管理に努める。 

なお、地域内には多数の土砂災害危険箇所が存在することから、市民生活の安全性の

確保に努める。 

 

エ 南西部地域（主に山村地域） 

この地域は、その大半を森林が占めており、市土保全等の公益的機能において重要な

役割を果たしている。他地域に比べ標高が高く、森林が多くを占め県内有数の林業地で

あるとともに、冬期間は豪雪地帯となる地域である。 

土地利用においては、日本海沿岸東北自動車その他幹線道路の整備等により農用地や

森林の減少が見込まれるが、生産基盤の整備とあわせ、農用地や森林の適切な維持管理

等を通じ、有効利用を図る。また、水源涵養、資源の循環利用を重視する森林として適

切な森林施業計画の導入や林道網の整備を推進する。 
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  なお、地域内には多数の土砂災害危険箇所が存在することから、市民生活の安全性の

確保に努める。 

 

オ 西部地域（主に沿岸域） 

この地域は、日本海に沿った一帯の地域である。風光明媚な海岸線は庄内海浜県立自

然公園に指定されている。 

海岸から内陸へは大半は森林で占められ、防風、砂防等の災害防止機能において極め

て大きな役割を果たしている。また、地域内には、港湾、漁港、温泉、海水浴場等を抱

え、湯温海と鼠ヶ関に市街地を有している。 

土地利用においては、日本海沿岸東北自動車その他幹線道路の整備等により農用地や

森林が減少することが見込まれるが、適切な森林施業計画の導入や林道網の整備の推進

とあわせ、農用地や森林の適切な維持管理等を通じ、有効利用を図る。 

一般道路及び宅地は幹線道路網の整備、農漁村集落の環境整備等により増加が見込ま

れる。しかしながら、総じて都市的土地利用を図るべき土地が限られているため、自然

環境の維持保全に配慮しつつ、適地の開発を進めるとともに、土地利用実態を踏まえ、

低未利用地と既存施設の有効活用に努める。なお、地域内には多数の土砂災害危険箇所

が存在することから、市民生活の安全性の確保に努める。 

 

カ 南東地域（森林保全地域） 

  この地域は、出羽三山地域と大朝日岳、西朝日岳、寒江山、以東岳等からなる朝日地

域に跨る、磐梯朝日国立公園が広大に広がっている。市土保全等の公益的機能において

重要な役割を果たしており、その保全に努める。また、信仰の道として知られる出羽の

古道六十里越街道や大鳥池等、自然景観等の資源を有効に活用し振興を図る。 
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４章 ３章に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

 

３章に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要は、次のとおりである。 

これらの措置については、市土利用の基本方針｢安全で安心な市土の整備｣、｢生き生きと

した市土の創造｣、｢美しい市土の形成｣、｢自然と共生する市土の形成｣、｢既存ストックを

活かした市土の利用｣等の各視点に立ち、総合的に勘案した上で実施を図る。 

 

１ 公共の福祉の優先 

  市土の利用については、公共の福祉を優先するとともに、その所在する地域の自然的、

社会的、経済的及び歴史文化的諸条件に応じて有効かつ適正な利用が図られるよう努め

る。このため、土地利用に関する各種規制措置、誘導措置の活用等を通じた総合的な対

応を図る。 

 

２ 国土利用計画法等の適切な運用 

  国土利用計画法及びこれに関連する都市計画法、農業振興地域の整備に関する法律、

森林法、自然公園法等の土地利用関係法の適切な運用と、山形県土地利用基本計画およ

び本計画等地域の土地利用に関する計画を基本として、土地利用の計画的な調整と適正

な市土利用の確保を図る。その際、国土利用計画法等に基づく土地取引届出制度等の適

切な運用、地価動向の的確な把握により、適正な土地取引と有効利用を推進する。 

 

３ 地域整備施策の推進 

  地域の振興、整備にあたっては、鶴岡市総合計画に定められた施策の大綱を基本に、

今後の情勢変化を的確に捉えながら、本市の持つ地域特性を総合的かつ高度に発揮する

ための諸条件の整備を推進する。また、庄内の中核都市として、定住自立圏の中心市と

しての役割を果たし、都市機能及び生活環境の整備を積極的に推進する。 

 

４ 市土利用の質的向上の展開 

 

（１） 安全で安心な市土の整備  

ア 市土の保全と安全性の確保のため、治水施設等の整備と流域内の土地利用との調和、

地形等自然条件と土地利用との適合性、土砂災害、洪水、地震、津波、豪雪、雪崩等

への対応に配慮しつつ、適正な土地利用への誘導を図るとともに、地すべり防止、急

傾斜地崩壊防止等土砂災害対策及び海岸保全事業等の推進による市土保全施設の整備

を推進する。 

イ 森林の持つ市土の保全と安全性の確保に果たす機能の向上を図るため、保安林及び

治山施設の整備を進めるとともに、適正な森林施業を通じて森林の管理水準の向上を

図る。その際、林道の整備等地域産材の生産・流通及び加工段階における条件の整備

や林業の担い手の育成等を進め、林業生産と森林管理のための基盤の強化を図る。 
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ウ 地域社会の安全性を確保するため、建築物の耐震化促進、市有施設などの適切な維

持保全、安全な水の安定供給及び効率的な下水処理環境の整備に努める。また、市街

地等の整備等に当たっては、防災性の向上に十分に配慮し、良好な居住環境の整備を

図る。 

 

（２） いきいきした市土の創造 

ア 市民、地域、行政、学術研究機関、企業などの多様な連携・協働で、地域の「総合

力」を発揮して、市内で生まれた農林水産物や製品、サービスなどの付加価値をより

高め、新しい産業を創出し地域活性化と雇用の確保を図っていくため、新たな仕組み

づくりを進める。 

イ 中心市街地の活性化や、地域の歴史、文化、景観等の地域資源を活用した体験型観

光の推進、高速交通・広域交通体系の整備を契機とした他地域との交流・連携型の地

域づくりの推進を図る。 

ウ 日本海沿岸自動車道の早期開通、羽越本線の高速化・安定輸送、庄内空港の運行拡

充など高速交通網の整備充実を強力に推進し、道路、鉄道、航空ネットワークの機能

強化を図り、市土の利便性を一層高めていく。 

エ 公共用施設や交通施設の整備にあたっては、ユニバーサルデザインの視点から高齢

者や障がい者等の利用と利便性に配慮する。特に冬季間の道路や歩道の除排雪につい

ては、市民との協働に取り組みつつ一層適切に進める。また、公共交通機関の維持を

はじめ、市民の日常生活を支える交通ネットワークの整備を図る。 

 

（３） 美しい市土の維持 

ア 広大な田園や豊かな山林、沿岸域等の適切な維持管理により、緑資源、緑地空間及

び水資源、水辺空間の積極的な保全・創出を図り、緑や水とのふれあいの場を確保す

るとともに、住民にゆとりや安らぎを与える健康増進・レクリエーション空間の形成

を図る。 

イ 歴史的風致の維持向上、史跡・文化財の保護等を図り、地域の歴史的特性や資源を

生かしたまちづくりを進め、個性ある景観を形成する。 

ウ 景観の保全・創造を図るため、構造物や屋外広告等の規制を含め、周辺の自然景観

と一体となった景観保全対策を推進し、良好な街並みや水辺景観の形成、農山漁村景

観の保全を図る。 

 

（４） 自然と共生する市土の形成 

ア 農用地や森林、沿岸域の持続的な管理による多面的機能の維持、水資源、緑地・水

辺空間等の積極的な保全・創出を図り、自然浄化能力の維持回復を通じ、水環境への

負荷の低減を図る。 

イ 本市の豊かで多様な自然環境を保全するため、原生的な自然については、開発行為

等の規制による保全を図るとともに、在来の野生動植物の生息・生育、希少性の観点

から見て優れている自然については、適切な農林漁業活動や必要な施設の整備等を通
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じて自然環境の維持形成を図る。また、生物の多様性を確保する観点から、生態系と

しての維持拡充に配慮しながら、それぞれの特性に応じた自然とのふれあいの場を確

保する。 

ウ 地球環境保全に向けた取組みを推進するため、太陽光や風力、小水力などの再生可

能エネルギーや、木質バイオマスなどの未利用資源の活用など、地域の特性に応じ、

低炭素化社会の形成に向けた取組みを進める。 

エ 本市に豊富に存在し二酸化炭素の吸収元となる森林や、都市等の緑地の適切な保

全・整備を図るとともに、木造住宅や公用・公共用施設への地域産材の利用等、地元

の木材の利用を推進する。 

オ 大気の保全、騒音・悪臭等の防止、河川・湖沼等の水質保全と浄化及び土壌汚染の

防止等の対策を推進するほか、地盤沈下等地下水障害の防止に向けて、地下水の過剰

揚水の抑制や雨水の地下浸透対策の促進を図る。 

 

（５） 既存ストックを活かした市土の利用 

ア 人口減少が進むなか、今後の社会経済構造の大きな変化に対応しうる基盤整備を推

進するために、より長期的な視野に立った計画的な投資を進める必要がある。そのた

め、社会資本の有効利用方策等ソフト的な施策も含め、重点的、効率的な投資に努め

る。 

イ これまで蓄積された公共用施設等の社会資本ストックについて、効率的、効果的な

維持管理により無駄なく有効に活用し、快適な居住環境の形成を図る。 

ウ 公共用施設の多用途（他用途）転用などによる有効利用を推進する。施設の運営に

ついても地域の実情に応じ効率的な手法を幅広く検討し実施する。 

エ 社会資本の保全状況を把握・分析し、将来的な負担を平準化・低減化し、長期にわ

たり有効に活用するための指針を定め、施設の長寿命化を推進する。 

 

５ 土地利用転換の適正化 

 

① 土地利用の転換を図る場合には、その転換の不可逆性及び影響の大きさに十分留意

した上で、地域的条件や社会経済条件等を総合的に勘案し、適切な利用転換への誘導

を行う必要がある。 

② 農用地の利用転換を行う場合には、食料生産の確保、農業経営の安定及び地域農業

や地域景観等に及ぼす影響に留意し、非農業的土地利用との計画的な調整を図りつつ、

無秩序な転用を抑制し、優良農用地が確保されるよう十分考慮する。 

③ 森林の利用転換を行う場合には、森林の保存育成と林業経営の安定に留意しつつ、

災害の発生、環境の悪化や自然景観の破壊等公益的機能の低下を防止することを十分

考慮して周辺の土地利用との調整を図る。 

④ 大規模な土地利用の転換については、その影響が広範であるため、周辺地域をも含

め事前に十分な調査を行い、市土の保全と安全性の確保、環境や景観の保全等に配慮

しつつ、適正な土地利用の確保を図る。この場合、地域住民の意向等地域の実情を踏
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まえた適切な対応を図るとともに、鶴岡市総合計画等地域づくりの総合的な計画、公

用・公共用施設の整備や公共サービスの供給計画等との整合を図る。 

⑤ 都市と農村の接点部等、混住化の進行する地域等において土地利用の転換を行う場

合には、無秩序な市街地の拡大につながらないよう十分に配意するとともに、土地利

用の混在による弊害を防止するため、必要な土地利用のまとまりを確保すること等に

より、農用地、宅地等相互の土地利用の調和を図る。 

 

６ 市土の有効利用の促進 

 

① 農用地については、農産物の加工・流通・販売による所得の確保、農業生産基盤及

び農業生産施設・流通施設等整備事業の促進、耕作放棄地の再生など、農業農村基盤

の整備を計画的に推進するとともに、効率的で安定的な農業経営を営む者への農用地

の集積、集落営農の組織化、新規就農者の育成・確保、農作業の受委託の促進等によ

り、有効利用を図る。 

② 森林については、木材生産等の経済的機能及び環境資源等としての公益的機能を増

進するため、森林整備の用途ごとの区分をもって、健全な森林資源の維持増進を図る

こととする。その上で担い手の育成や生産・流通体制の整備による地元林業の確立を

図ることにより、森林資源の整備を計画的に推進する。その際、森林の自然とのふれ

あいの場、教育の場等としての総合的な利用を促進するため、多様な森林の造成・管

理と利用施設等の整備を図る。 

③ 水面・河川・水路については、治水及び利水の機能の発揮に留意しつつ、生物の多

様な生息・生育環境としての機能の発揮のために必要な水量・水質の確保や整備を図

るとともに、地域の景観と一体となった水辺空間や水と人とのふれあいの場の形成を

図る。 

④ 道路のうち一般道路については、今後の交通需要等長期的な見通しに立って、計画

的に幹線道路と生活道路の整備を図る。この場合、特に、新潟県境部分朝日～温海間

が計画段階評価に着手された日本海沿岸東北自動車道の早期建設については、あらゆ

る方面から強力に促進し高速交通網の整備を推進する。また、地域の活性化と広域的

な連携強化に向け、安全で快適な道路空間を確保し、大地震や津波に備えた防災機能

や沿道の景観の向上を図るとともに、電線・電話線の地中化など面的な土地利用に配

慮する。 

   農林道については、一般道路との連携を保ちながら、土地改良事業、林道開設事業

等の推進により適切に整備を図る。 

⑤ 住宅地については、道路、公園、下水道等居住環境の整備を推進するとともに、長

期的な需給見通しに基づき、計画的にゆとりとうるおいのある良質な宅地の供給を促

進する。また、防災性の向上と快適な居住環境の確保に配慮する。 

空き地・空き家等低未利用地について、防犯・防災の観点での対策の検討や、利用

可能な空き家の再生など地域の活性化につながる活用策を検討し、よりよい居住環境

の形成を図る。 
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⑥ 工業用地については、国内外の工場の立地動向を踏まえながら、産学連携、企業間

連携を推進し、独自の技術や付加価値の高い製品などを持つ企業の集積や農林水産物

の加工等地場産品の高付加価値化などを目指し、企業の新規立地と既に地域に根ざし

た企業の事業拡大を促進する。その際、地域社会との調和及び公害防止対策の充実を

図る。また、既存の工業団地のうち未分譲のもの等の有効利用の促進を図る。 

⑦ その他の宅地については、市街地の土地利用の高度化や低未利用地の有効利用の促

進、商業機能等の活性化及び良好な環境の形成に配慮する。 

 

７ 市土に関する情報の収集と普及啓発 

 

市土の適切な利用促進のため、国土及び自然環境保全等に関する情報の収集を図るとと

もに、市民の理解を得るために土地利用に関する情報の普及啓発に努める。 

  

 



地域区分図（案） 

北部地域 

南西部地域 

南部地域 

南東部地域 
(磐梯朝日国立自然公園) 

東部地域 

西部地域 



 
 
 

事業数 22
完了・着手 14
未実施 8
着手率 63.6%

当初計画事業費

① 
208 億 2700 万

H22 まで実績額

② 
114 億 8800 万

②／①率 55.2％
 
 
 

 鶴岡地域 藤島地域 羽黒地域 櫛引地域 朝日地域 温海地域 計 

事業数 22 12 17 41 19 19 130
完了・着手 18 6 11 14 16 16 81
未実施 4 6 6 27 3 3 49
着手率 81.8% 50.0% 64.7% 34.2% 84.2% 84.2% 62.3％

H22 まで 
実績額 

113 億

2100 万

8 億 
7100 万 

14 億

3200 万

24 億

8000 万

10 億

3200 万 
24 億

3300 万

195 億

6900 万

 

※着手率には平成 23 年当初予算に計上した事業も含む 

 
 

建設計画主要事業の実施状況 

【個別事業の状況】                                      （単位：件・円） 

【特定事業の状況】               （単位：件・円） 



建設計画主要事業実施状況(平成２３年度当初予算時点)

完了 実施中 H23実施予定 未実施

1 特定 朝日 高度情報通信基盤施設整備事業 ○

2 特定 朝日 朝日スポーツセンター運動場施設整備事業 ○

3 個別 朝日 朝日中学校改築事業 ○

4 個別 朝日 小学校耐震補強事業(朝日小) ○

5 個別 朝日 大網小学校屋体屋根改修事業 ○

6 個別 朝日 朝日大泉住民プール改修事業 ○

7 個別 朝日 克雪対策小規模市道整備事業 ○

8 個別 朝日 消防施設整備事業 ○

9 個別 朝日 むらづくり交付金事業 ○

10 個別 朝日 大網越中山線道路改良事業 ○

11 個別 朝日 立岩中野新田線道路改良事業 ○

12 個別 朝日 中明線道路改良事業 ○

13 個別 朝日 立岩３号線道路改良事業 ○

14 個別 朝日 南戸沢線道路改良事業 ○

15 個別 朝日 大針仲屋敷線道路改良事業 ○

16 個別 朝日 鱒淵２号線道路改良事業 ○

17 個別 朝日 本郷橋橋梁整備事業 ○

18 個別 朝日 上田沢橋橋梁整備事業 ○

19 個別 朝日 かたくり温泉ぼんぼ大規模改修事業 ○

20 個別 朝日 ふるさと林道整備 ○

21 個別 朝日
あさひ自然体験施設整備事業
(大鳥自然の家大規模改修)

○

13 5 0 3計

№ 地域 事業名
実施状況

特個
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はじめに 

 

平成 17 年 10 月 1 日 1 市 4 町 1 村の市町村合併に伴い、市町村の合併の特例に関

する法律(昭和 40 年法律第 6 号)第 5 条の 4 第 1 項の規定に基づいて地域審議会を設

置し、以来合併に係る事項について審議を行ってまいりました。 

合併から 6年余りが経過しており、これまでも朝日地域の振興策に関しては様々な

取り組みをいただいておりますが、さらに地域住民の声を充分に把握しながら、現在

の各地域の課題等を的確に捉えつつ、より一層の地域活性化策を検討する必要がある

と考えております。 

そこで、昨年度からの地域審議会においては、地域振興に関するこれまでの調査研

究の中から地域の状況に応じつつ、今後の地域活性化に資するテーマを設定し、地域

審議会全体会に加えてテーマごとに分科会を開催し、提言、意見等を取りまとめてま

いりました。 

 

朝日地域は特に人口減少率・高齢化率が極めて高い地域です。過疎高齢化や若者人

口の流出が進み、山林・農地・公共的施設を含む建物等の維持はもとより、自治会運

営・共同作業・文化の伝承等が困難となり、一部では集落機能の喪失さえも懸念され

ている状況にあります。 

さらには、地域産業としての農業・林業等の低迷が続き、後継者や働き手不足、山

林や農地の荒廃、鳥獣被害の増加が顕著であり、豪雪や災害など気象・風土・地形に

起因する不安要素も極めて大きなものになっています。 

今後の展望として、住民一人一人の安全・安心が確保され、住み慣れた地域の中、

健やかで心豊かに生活できる環境、いわゆる定住環境の整備や、農林業の振興を目指

し、地域資源を活かした六次産業化の推進等、多面的な地域活性化の取り組みを検討

する必要性を感じております。 

 

限られた時間の中で、すべての地域課題については十分な議論を尽くしきれなかっ

た感もございますが、当審議会としては精一杯の検討を尽くしたことを御理解いただ

きたいと思います。 また、提言の内容については、すでに施策として位置付けられ

ているものもありますが、今後も取り組みの継続や一層の充実を期待し、提言の一部

に盛り込んでおります。  

 

今回の提言が、地域住民と市の「協働」の地域づくりを進めるための一つの方策と

して、市の施策に反映されることを強く願い、ここに提言します。  

 

平成２３年１２月１５日 

 

  朝日地域審議会 会長 佐 藤 芳 彌  
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１ 地域振興に関する提言  

 

提言Ⅰ 中山間地域生活環境（機能）の維持再生について 

～人材育成（役員の確保）及び防災体制・機能の整備について～ 

 

（１）現状と課題 

▼人口減少による集落機能の低下 

これまでも地域課題に対し、「過疎地域対策緊急措置法」等の制度を活用した取

り組みを行い、農林業関連の基盤整備や道路の改良等、ハード的な定住環境の改善

に関しては一定の成果を収めたと考えている。 

しかしながら、少子高齢化や人口流出は予想をはるかに上回るスピードで進み、

農地・山林等の多面的・公益的機能の低下も含め、全国の例と同様に地域コミュニ

ティの崩壊という極めて深刻な局面を迎えつつある。 

特に実態調査の中から浮かぶ課題として、中山間地域の集落においては、世帯数、

人口の減少により役員のなり手不足、共同作業での労力出役不足等が上げられてお

り、早急に対応を検討する必要がある。 

▼防災機能の低下 

広大な面積を有する上に急峻な地形であるため、災害の発生が危惧されるととも

に、火災発生時の初期消火も大きな課題となっている。 

安全・安心な生活環境を確保する上で、行政が支援を行いながらも住民自身が自

発的に防災対策に取り組む意識を持ち、自主防災組織のあり方等、地域での課題を

整理するとともに、「自分の集落・地域は自分たちが守る」意識をより一層高めて

いく必要がある。 

また、慢性的な消防団員の不足に対し、対策を講ずるとともに、山間地に点在す

る小規模な集落が多いことから、消防施設等の維持管理に対する住民負担のあり方

も課題となっている。 

 

（２）提言の概要 

▼婚活への支援及び交流を核としたコミュニティ活動の充実 

少子高齢化への対応策の一つとして、婚活に対する支援とともに、結婚等により

地域に編入・定住する住民に対して交流の場をつくり、地域に溶け込めるような支

援策を充実する必要がある。 

また、コミュニティ活動では地域の伝統芸能活動も地域の活性化・一体化の観点

から重要な役割を果たしているので、その対策にも力を入れる必要がある。併せて、

外部との交流による情報の受発信を行うことも重要であり、森づくりなどの共同作

業を通した交流機会の確保も必要である。 

▼消防活動関係者の育成 

当地域消防団員は地域外への勤務者が多く、特に平日日中は消防団による消火活
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動が困難な状況にある。そのため、消防団員の活動を補完する制度として消防団活

動協力員制度があるが、現行制度においては協力員になるための要件が厳しいため、

消防団ＯＢでなくても協力できる等の要件緩和とともに、その活動範囲の拡大を図

るべきである。 

▼消防資機材の整備促進 

当地域は行政区域面積が広範であることと、特に平日日中の消火活動は団員の確

保が困難であることから、地域住民や自主防災組織による初期消火が非常に重要で

ある。そのため行政が消火栓ボックスやホース等の機材を整備してきた経過があり、

今後の整備に対する支援が引き続き必要である。合わせて、なり手の不足に悩む消

防団員の適正数も含め、山間地かつ遠隔地における消防活動のあり方を検討する必

要がある。 

 

（３）具体的な解決策・施策 

 ▼結婚対策への支援 

非婚化、晩婚化が進む中、少子高齢化に歯止めをかけるためにも、結婚対策は喫

緊の課題である。結婚対策への支援として、男女の出会いの場を創出し交流・親睦

の機会を増やす取り組みや、希望者への情報提供を行うこと。 

 ▼コミュニティ交流活動の推進 

コミュニティは住んでいる地域をより良くしようという地域住民の活動が基本

であり、地区や自治会単位等で様々な取り組みを行っているものの、人口減少等の

問題からその取り組みも困難となっている。地域の課題解決のために住民との協働

のもと、情報提供とともに、支援策を検討すること。 

▼伝統芸能活動への支援 

  地域に伝わる伝統芸能は貴重な地域資源であるとともに、地域コミュニティの形

成に重要な役割を果たしている。今後も活動を継続するため、伝統芸能の指導者育

成と後継者づくりを側面的に支援することを目的に先進事例の情報提供や研究機

会の充実を図り、次世代に伝えていく仕組みを検討すること。 

 ▼防災基盤の強化 

  山間部に点在する集落は、常に災害による交通・通信途絶の危険性を有し、その

対策として消防団や自主防災組織が訓練等を行っている。今後も地域住民に対し

「自分の地域は自分が守る」意識を高める取り組みへの支援を行うこと。 

また、災害に際し住民だけでの対応には限界があることから、災害時の情報伝達

手段の整備を講ずるとともに、避難場所、資機材及び物資の確保等、救援・救護の

あり方について地域住民とともに協議検討を行うこと。 

▼消防団活動協力員制度の運用拡大 

消防団員の活動支援のため、鶴岡市消防団活動協力員制度が設けられているが、

消防団の退職団員のみが登録の対象である。また、その活動も消防団で定める班内

での活動と範囲が限定されており、登録希望者で一定の講習を受けた者は協力員へ
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の登録を可能とすること。また、消防団組織での班内だけでなく、地区内での活動

まで活動範囲を拡大すること。 

 ▼消防資機材の整備 

  防火水槽、消火栓ホース等消防資機材の管理については、点在する設置箇所を消

防団員や自治会が維持管理を行っている。設置数に対する１世帯あたりの負担も極

めて大きい実態であり、施設維持のためには行政の支援が必要であることから、消

火栓ホース整備等消防資機材整備への支援を引き続き行うこと。併せて、転落等の

事故防止及び維持管理の省力化のため、無蓋防火水槽の有蓋化を推進すること。 

 

提言Ⅱ 農林業の六次産業化の推進について 

～農産物加工施設の整備の必要性と可能性について～ 

 

（１）現状と課題 

 ▼山間型複合経営の確立 

当地域は山間奥地という立地条件もあり、農林業など基幹産業の苦戦が続いてい

る。農業振興施策として、米、山ぶどう、山菜などを中心とした振興対策を進めて

いるが、少子高齢化、担い手不足が進む中、地形的・気象的な条件から大規模化に

は不適で生産効率も低い上、鳥獣被害による生産意欲の減退もあり、非常に厳しい

状況に置かれている。併せて、森林の荒廃や材価の低迷が続く中、森林活性化策が

求められており、農業とともに過疎地域における産業としての中核を担うべく、山

間型複合経営を確立するとともに、豊富な地域産材を有効活用した施策を検討する

必要がある。 

 

（２）提言の概要 

 

▼魅力ある農業経営をめざした対策 

当地域の農業は、大規模化にはなじまない立地にあり、山菜、菌茸類等の特用林

産物の産地化、ブランド化をこれまで以上に積極的に展開していく必要がある。 

特に、収穫まで年数を要する山菜の栽培期間の短縮、栽培山菜の収量が減少して

いく経年劣化など、栽培技術の改善に対する支援が必要である。また、生産コスト

の低減を図るため、集落営農の推進･主要機械のリース化を図るなど、自立経営の

できる農業経営モデルを実践し、後継者の育成を図っていくべきである。 

併せて、低迷する林業振興策として、乾燥・製材施設の整備を図るなど地元産材

の供給体制づくりを進めていく必要がある。 

▼加工部門について調査・検討の更なる展開 

少量多品目の農産物を生産する当地域において、持続的な農業経営を実現するた

めには、繁忙期の分散、生産物の長期保存、収益の安定のために、通年農業を前提

とした農林産物の加工に取り組む必要がある。潜在量調査等これまでの経過を踏ま
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えて継続した調査研究を行い、雇用の創出につながる加工産業の検討が必要である。 

▼多様な販売戦略の調査と実践活動の展開 

特産品の振興は、少量多品目で販売先が限定されることもあり、販路拡大は特に

極め細やかかつ多様な販売戦略が重要である。販売促進員の継続やインターネット

の活用、ふるさと会でのＰＲ、都市農村交流などのイベント活動を通しての継続的

な販売戦略が必要である。特に、当地域の地場産品は安全･安心という「山のイメ

ージ」をアピールした販売手法の検討が必要である。 

 ▼家族・地域の絆の再生のため、再生可能エネルギーの活用検討 

朝日地域は豪雪に埋もれる中、地域内の助け合い、多世代の同居など家族全体の

協力「家族の絆」で凌いできたが、今この関係が希薄になりつつある。そのため、

再生可能エネルギーとして、近年再び需要が高まっている木材を活用した薪ストー

ブの普及拡大により、一家団欒の場を創出し、温もりのある生活の実現を目指すこ

とを提言する。 

 

（３）具体的な解決策・施策 

 ▼栽培技術向上対策への支援 

地域条件を活かした農林業振興策として、山間地を活用した山菜、菌茸類等特用

林産物の生産拡大は急務の課題である。ＪＡ、県農業改良普及課等、指導機関の協

力を仰ぎながら、農業者への研修制度を検討するとともに、栽培技術向上のため研

修会の開催、情報提供等の支援を行うこと。 

 ▼集落営農の推進と組織育成への支援 

山間部に点在する小規模な農地を抱える当地域では、効率化、生産コストの低減

を図るため、集落営農の推進が課題である。特に、農業機械に係る経費も高額であ

ることから、主要機械のリース化等、農業機械共同化の取り組みを進める必要があ

る。農業での自立した経営を目指し、情報提供や研修会等の開催による集落営農の

推進と、機械共同化に向け組織育成に対する継続した支援を行うこと。 

 ▼木材乾燥施設の整備 

農林水産省「森林・林業再生プラン」では 10 年後を目処に木材自給率 50％以上

を目指すべき姿としており、国産材の供給体制作りが求められている。 

低迷する林業振興策として効率的かつ安定的な林業経営の基盤づくりを進める

ため、今年 9 月に完成した「やまがたの木乾燥センター」の活用を図りながらも、

必要に応じ地域にも乾燥・製材施設整備の検討を行うこと。 

 ▼農産物加工施設の整備に向けた支援 

  特産物の生産から加工、販売までの一貫した経営により、六次産業化を推進し、

農地の活用と安定した収益を確立する必要がある。地域内での潜在的生産量を掘り

起こして加工販売に向けた調査研究及び情報提供を行うとともに、施設整備の事業

化に向けた支援を行うこと。 

 ▼農産物販路拡大対策の検討 
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  当地域で生産される山菜、菌茸類は品質、食味等で購入した消費者には好評を得

ているものの、その販売は産直グー、地元商店等限定的な取り組みが多い。農家所

得の向上を図る上でも、販売戦略検討のための需要量調査や、情報発信のためのイ

ベント開催、「ふるさと特産品」の開発など、販路拡大対策の調査研究を行うこと。 

 ▼薪ストーブ、薪割り機の導入支援 

  低炭素社会の実現のため、カーボンニュートラルが提唱されており、森林文化都

市鶴岡にふさわしく、環境負荷を軽減し地球温暖化対策に貢献するとともに、木材

関連事業の活性化に寄与するため､森林資源を活用した薪ストーブ設置に対する支

援策を検討すること。併せて、燃料製造のための薪割り機の導入支援を検討するこ

と。 

 

提言Ⅲ 定住化対策について 

～「住んでいたい」「住み続けられる」地域へ～ 

 

（１）現状と課題 

 ▼快適な生活環境の確保 

少子高齢化、転居・転出に起因する人口減少が進み、集落機能の維持が困難にな

りつつある現状の中、地域住民の自発的取り組みを促すとともに、山間豪雪地であ

るがゆえの条件不利を緩和するための施策・支援が求められている。 

特に、朝日地域は山形県内有数の豪雪地域であり、最近 10 年間の平均積雪深は、

大網で 273cm、大鳥で 245cm と極めて多い積雪の中、屋根の雪下ろしも年に数回実

施しなければならない状況にある。近年特に雪下ろしなど雪処理の担い手が不足し、

雪に対する防災力が低下している。雪は広範囲に降ることから、雪下ろしも全地域

一斉に行われるため、担い手が不足し、高齢者世帯では自らが屋根の雪下ろしをし

なければならず、重大事故の発生に繋がる危険性がある。また、奥まった住宅は、

除雪実施路線に至るまで自力で除雪作業を行っており、雪下ろしとともに大きな負

担となっている。 

併せて、若者の定住促進、高齢者の定住支援など定住条件、定住環境の整備・支

援も大きな課題である。 

 

（２）提言の概要 

 ▼克雪対策への支援拡充 

  豪雪地帯である当地域は除排雪が大きな課題となっている。幸いにも雪下ろし中

の事故発生件数は多くないが、高齢化の進行から自力での雪下ろしは危険性が高ま

ると共に、自力での作業を諦め業者等へ委託せざるを得ない状況である。また、雪

の多い年は週末ごとに行わなければならない雪下ろし作業に疲弊し、地域を去る住

民がある実態とともに、複数回に及ぶ雪下ろしにより、家屋周辺の雪を一旦排雪し

ないと雪下ろしができなくなるという困難な状況も生じている。 
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雪は下流域の貴重な水源となる反面、地域住民にとっては切実な自然災害である。

豪雪に苦しむ過疎・中山間地域住民、特に高齢者世帯への定住化支援対策として、

克雪対策支援制度の拡充が必要である。 

 ▼交流・自然環境教育等地域資源を活用した活動の実践 

  朝日地域に広がる緑豊かな森林や、古くから伝わる伝統芸能、生活文化、風習な

どは、日常の生活では気付くことの少ない地域にとって貴重な資源である。青少年

の自然体験活動、伝統芸能の保存伝承活動等を通した「地域を知る」活動を継続す

ることにより、地域への理解を深め、地域コミュニティ再生のきっかけ作りが期待

できる。今後も地域資源を活用した活動が必要である。 

 ▼鳥獣被害防止対策への支援拡充 

鳥獣対策は農家にとっても地域住民にとっても大きな課題になっている。農家に

とっては、作物被害による収入減少から生産意欲の減退につながるとともに、生き

がいとしての農業の場を失い、定住意欲を失う要因となっている。また地域住民と

しても、鳥獣のうち特に熊、サルの出没は、点在する集落を通行する幼児、高齢者

へ人的危害を与える危険性があり、注意を促している状況にある。 

鳥獣被害は、地域住民にとって雪・風・水害等の自然災害と同様に生活を脅かす

大きな災害である。農家への支援とともに、地域住民の安全・安心な生活を確保す

るため、鳥獣被害防止対策への支援拡充が必要である。 

 ▼雪を地域資源として活用した施策の検討 

  当地域には雪を冷熱源として利活用した雪室施設が整備されています。現在、雪

室施設は農産物の冷温保存とともに、植物の発芽を抑制し、出荷調整を行う等に利

用されている。 

今年は震災の影響による節電対策が求められたこともあり、クリーンエネルギー

の活用が全国的に課題となっているが、雪室を例とし、無尽蔵にある雪を積極的に

活用した自然エネルギー活用策の検討が必要である。合わせて、広い意味で雪を活

用した施策の検討が必要である。 

 ▼水源の里として、水を活用した施策の検討 

  当地域は森林に囲まれた地域であるとともに、水源の里として水源のかん養や自

然環境の保全など、国土保全のための多面的機能を支える地域である。水は飲料水

や農業用水、水力発電に活用されるとともに、洪水調整の機能を持つダムを建設し

下流域の安全を確保している。 

自然の恵みである「水」という資源を守るため、環境保全の取り組みとともに、

当地域の豊富な湧水を広く市民の憩いの場として活用し、「水」への理解を深めて

もらう取り組みが必要である。 

 ▼生活交通確保への支援 

  朝日地域は豪雪の中、山間部に点在する集落が多く、生活交通の確保が困難な地

域である。特に自家用車等の交通手段を持たない高校生、高齢者等は路線バスが唯

一の公共交通機関であり、その金銭的負担も極めて大きいのが実情である。地域に
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住み続けるためには、通学、通院、買物など、私たちの日常生活に不可欠な身近な

公共交通の確保が今後も必要であり、利用者への支援拡充が必要である。 

 ▼生活環境改善のため住宅への支援拡充 

  地域での生活を支える上では、住宅が特に大きな課題となっている。豪雪という

課題を抱える地域への生活支援策とともに地域産材の利用に伴う林業振興を目的

に、情報提供とともに地域材を活用した克雪住宅建設への支援拡充が必要である。 

  また、生活環境の改善を図るためにも、空き家等危険家屋解体への支援が必要で

ある。 

 

（３）具体的な解決策・施策 

 ▼除排雪対策への支援 

  高齢者世帯のうち、低所得世帯に対しては雪下ろし費用の一部に対する支援を行

っているが、豪雪地域での定住対策として、自力での雪下ろし等除排雪が困難な高

齢者すべてに対して除排雪対策への支援を拡充すること。 

  また、家屋周辺の雪を排雪するための支援を継続するとともに、除雪機械等の購

入及び管理に対する支援を行うこと。 

 ▼森林等、自然資源を活用した体験型プログラムの開発 

  豊かな自然環境での学習や体験を通した「ふるさと」を愛する心を育む活動は、

定住化を推進する上でも重要な活動である。 

今後も大鳥自然の家を活用した事業の展開を図るとともに、体験型プログラムの

拡充を行い、自然学習機会の確保・充実を図ること。 

 ▼有害鳥獣被害防止対策に対する支援 

  有害鳥獣被害防止・軽減のため、電気柵等防止器具設置への支援拡充を行うとと

もに、被害軽減のための方策について調査研究を行うこと。 

 ▼自然エネルギーとして雪を活用する取り組み 

雪室を例として、無尽蔵にある雪を積極的に活用した自然エネルギー活用策の調

査研究を行うこと。合わせて、克雪利雪対策としてイベント等も含め、広い意味で

雪を活用した施策の調査研究を行うこと。 

 ▼水を活用した取り組み 

  庄内南部の水源の里として、広く市民に水の重要性を訴え、水源保全の必要性を

訴える必要がある。水資源を地域資源として活用するため、地域各所にある湧水の

調査等を例として、販売等の商業活用策や、環境保全の取り組みと合わせ広く市民

の憩いの場として活用する方策を検討すること。 

▼生活交通の確保 

  他の交通手段を持たない高齢者は、唯一の公共交通機関として、通院、買い物等、

日常生活のすべてを路線バスに依存している現状であり、「高齢者いきいきパス」

制度の継続を求めるとともに、今後ますます増加すると思われる高齢者の生活交通

確保対策のあり方について、地域住民とともに調査研究を行うこと。 
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  また、高校生の通学についても、低所得世帯への支援のみならず、定住化支援と

して、教育費の平準化を図るため保護者負担への支援を行うこと。 

 ▼地域産材を活用した克雪住宅建設への支援 

  林業振興対策とともに、定住を阻害する大きな要因の一つとなっている雪下ろし

等の排雪作業に対する負担軽減を図るため、地域産材を活用した克雪住宅の調査研

究及び情報提供を行うとともに、建設に対する支援を行うこと。 

 ▼空き家対策の検討 

  空家対策は全国的な課題であるとともに、地域住民にとっては、安全上また景観

的にも大きな課題となっている。法律上権利義務は所有者にあるものの、近隣住民

にとっては切実な課題であり、放置された空家対策について、支援のあり方も含め

た調査研究を行うこと。 

 ▼地域医療の確保・充実 

  当地域において、上田沢・大網の各国民健康保険診療所は、住民の健康管理と地

域医療の拠点施設として重要な役割を果たしている。引き続き、診療所を維持する

とともに、今後ますます高齢化が進む中、通院のままならない高齢者の通院手段確

保を図ること。 

▼行財政改革の推進 
市では厳しい経済・雇用情勢による市税収入の落ち込み、扶助費・繰出金の増加、

さらに公共施設の経年化による維持管理経費の増加などから財政構造の一層の硬

直化が懸念されるとして、行財政改革推進委員会を設置し、本年７月に「大綱」並

びに「実施計画」を策定した。 
これらは、民間有識者と公募による委員が議論を尽くしての結果であり、地域審

議会としても重く受け止めなければならない、 
しかしながら、当地域は本市でも特に過疎高齢化の進行が顕著であり、加えて豪

雪や災害等の気象・地形に起因する不安要素が極めて大きい地域である。 
住民一人ひとりが住み慣れた地域の中で、健やかに心豊かに生活していくために

は、採算性・効率性だけの観点でなく、安心感・信頼感を与える行政手法が不可欠

である。 
大綱に基づく実施計画の推進に当たっては、これまで行われてきた地域課題解決

のため地域・集落で行った実態調査・研究の結果と関係団体からの要望等を考慮す

るとともに、地域住民の十分な理解のもとに進めること。 
 
２．地域審議会開催状況（省略） 

 

３．地域審議会委員名簿（省略） 










